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犯歴・統計から見た再犯者の実態と対策



再犯防止に関する総合的研究 19

第1章　序説

1　研究の対象

　ここでは，本編で述べる研究の対象，用語の定義等，研究を理解する上での基礎的事項

について整理するとともに，罪名を中心とした戦後約60年間の犯歴の概要を紹介する。

　再犯者の実態に関する分析に用いた研究対象は，①検察庁における電子計算機により把

握している裁判（以下「電算犯歴」という。）の資料及び②矯正・更生保護関係の統計資料

である。ここで，「犯歴」とは，前科，すなわち有罪の確定裁判に関する記録のことをいう。

　電算犯歴には，我が国に本籍を有する自然人（明治以前の出生者を除く。）に対し，昭和

23年（1948年）以降現在までの聞に，我が国の裁判所が有罪の言渡しをして確定した裁判

が登録されている。今回の研究では，23年（1948年）から平成18年（2006年）9月30日（以

下，本編において「基準日」という。）までの間に確定したものであって，刑法上の過失犯

及び危険運転致死傷罪並びに特別法上の道路交通に係る犯罪の犯歴を除いたものから，次

の犯歴を無作為に抽出し，これらを対象として，再犯の全体像や経年による再犯の傾向の

変化等を見ることとした。刑法上の過失犯は，再犯研究の主眼である故意犯ではなく，道

路交通事犯は，刑法犯とは性質を異にする面があることを踏まえ，研究対象から除外した。

　①　初犯者・再犯者の区別をせず，かつ前記の全期間を対象とした犯歴100万人（犯歴の

　　件数は，168万495件。以下，「100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）」という。）

　②　「100万人初犯者・再犯者混合犯歴」のうち，㈲生年月日が昭和5年（1930年）1月

　　1日以降であること，（イ）裁判時に20歳以上であること，（ウ）基準日において死亡が確認

　　された者でないこと，という条件をすべて満たす者約70万人の犯歴（以下，「70万人初

　　犯者・再犯者混合犯歴（全期間）」という。該当人員は，71万2，898人，犯歴の件数は，

　　121万8，843件。）

　③　「100万人初犯者・再犯者混合犯歴」のうち，昭和3年（1928年）から11年（1936年）

　　生まれの者（以下，「高齢犯罪者犯歴（全体）」という。該当人員は，22万9，089人，犯

　　歴の件数は40万2，252件。）

④　「高齢犯罪者犯歴（全体）」の中で，裁判確定時65歳以上の犯歴のあった，ほぼ70歳

　　以上の者（以下，「調査対象高齢犯罪者犯歴」という。該当人員は，5，115人，犯歴の

　　件数』は5，924件。）

⑤　初犯者・再犯者の区別をせず，かつ昭和61年（1986年）10月1日から基準日までの

　　20年間を対象とした犯歴100万人（以下，「100万人初犯者・再犯者混合犯歴（20年）」

　　という。犯歴の件数は，205万248件。）

⑥　初犯者・再犯者の区別をせず，かつ平成8年10月1日から基準日までの10年間を対
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　象とした犯歴74万3，706人（犯歴の件数155万4，398件）のうち，前記②と同じ3条件を

　すべて満たす者72万7，079人の犯歴（以下，「72万人初犯者・再犯者混合犯歴（10年）」

　　という。犯歴の件数は，148万7，286件。）

　⑦　再犯者に限定し，かつ前記の全期間を対象とした犯歴50万人（以下，「50万人再犯者

　犯歴（全期間）」という。犯歴の件数は，167万8，238件。）

　⑧　「50万人再犯者犯歴」のうち，前記②と同様の3つの条件を満たす者約35万人の犯歴

　　（以下，「35万人再犯者犯歴（全期間）」という。該当人員は，35万6，539人，犯歴の件

　数は，123万799件。）

　⑨戦後の混乱期の影響がほぼ消失する昭和40年（1965年）以降，基準日までに裁判を

　受けた16歳～19歳の者（裁判時少年）の犯歴（以下，本編において「裁判時少年の犯

　歴」という。該当人員は，3，561人，犯歴の件数は11，289件。）

　これらの犯歴を分析の対象とした理由は，①，②，⑦，⑧については，全期間（58年分）

の経年変化等を分析するため，②及び⑧については，前記のように，電算犯歴には明治生

まれの者が含まれていないので，一定の時期までは，年齢分布に偏りがあることの影響を

回避するとともに，死亡が確認された者を除外することによって，再犯率の算出等をより

厳密に行うためである。⑤については，基準日から20年間に限定することで，全期間との

比較において，最近の犯罪及び再犯の傾向分析の精度を高めるためである。⑥については，

最近10年間の犯罪・再犯傾向とそれ以前の時期の犯罪・再犯傾向とを比較するためである。

また，③は，犯歴（有罪宣告時の年齢を問わない）を有する高齢犯罪者（65歳以上）を，

④は，65歳以上における犯歴を有する高齢犯罪者で，65歳から概ね5年間，再犯の有無を

追跡可能な者（おおむね70歳以上の者），⑨は，裁判時少年を，それぞれ特別に分析するた

めである。

　抽出に際し，「犯歴の件数」は，一つの確定裁判ごとに一犯歴として数える方式を採用し

た。そのため，「総犯歴数」とは，一人の者が有する犯歴の件数の合計を意味する。

　また，「一犯歴」の内容として，複数の罪名で確定裁判を受けていること（例えば住居侵

入と窃盗）があるが，その場合には，原則として，それぞれの罪名の法定刑の軽重を基準

に，最も重い法定刑を有する罪名（前記の例では窃盗）を計上した。ただし，①複数の罪

名が，刑法犯と特別法犯にまたがっているときには刑法犯を優先し，②複数の罪名の法定

刑が同一であるとき（例えば窃盗と詐欺）は，刑法犯においては，刑法典上の条文の順序

に従うなどして，罪名を選択した。

2　用語の定義

　本編において「初犯者」とは，その生涯において，犯歴上，有罪の確定裁判を1回だけ

受けた者，「再犯者」とは，有罪の確定裁判を2回以上受けた者をいう。確定裁判を経ない

限り，犯歴ありと計算されないので，通常の用語例よりも再犯者の意味は狭い。通常の用
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語例では，警察における検挙や検察庁における起訴猶予・不起訴の処分を受けた経歴（前

歴）を含め，犯罪をしたことにより，文字どおり初めて刑事司法機関による検挙等の対象

となったことをもって，初犯と再犯の区別としている場合が多い。しかし，本研究の対象

である電算犯歴には，裁判所が有罪の言渡しをして確定した裁判が登録されており，前歴

を有するのみにとどまる者は除外されるので，通常の初犯者・再犯者よりは，範囲が限定

される。また，本研究でいう初犯者は，初めて犯罪を行い，かつ，そこでとどまっている

者，すなわち，基準日までに，その生涯において1回だけ有罪の宣告歴がある者を意味し

ている点，注意を要する。

　重要な分析基準である「再犯期間」とは，犯罪者が身柄を釈放されるなどして再犯を行

う可能性が生じた時点から，次の犯罪（再犯）に対する裁判が言い渡された日までの期問

をいう。具体的には，①懲役又は禁鋼の執行を猶予された者及び罰金又は科料に処せられ

た者については，前の犯罪に対する裁判が言い渡された日から次の犯罪（再犯）に対する

裁判が言い渡された日までの期間，②懲役又は禁鋼の実刑及び拘留に処せられた者につい

ては，身柄釈放の日，すなわち，仮釈放の日（拘留を除く）又は刑の執行終了の日（満期

釈放の日）から次の犯罪（再犯）に対する裁判が言い渡された日までの期間を，それぞれ

再犯期間として計算した。本来であれば，実際に再犯を行った時点を基準として再犯期間

を計算するのが正確である。しかし，実際に再犯を行った時点を一義的に決定することに

は，記録上の技術的な困難を伴う。そこで，裁判言渡日，すなわち，再犯及びそれに続く

検挙後に再犯があったことが公的に確認された最も早い時点である，再犯に対する第一審

の裁判が言い渡された日を，実際に再犯を行った時点の近似値として採用した。

　「再犯危険性」に関しては，①罪名を問わず再犯自体をする危険性を示す「一般的再犯危

険性」の高さ，並びに，②同じ罪名の犯罪を繰り返すという観点から，「同一罪名再犯危険

性」（1犯目とまったく同じ罪名のみを反復する傾向）及び③「同種再犯危険性」（1犯目

と同じ罪名の反復及び1犯目と異なる罪名の反復という傾向を併せ持つこと）の高さを分

析の基準とした。後記のように（第2編第4章第1節及び第4編第2章），同一罪名再犯危

険性又は同種再犯危険性の有無及び高さを正確に把握することは，そのような特定の傾向

に対して専門的処遇によって働き掛けるための対象を明確化する上で重要である。

3　再犯者対策の意義と分析の視点

　①初犯・再犯を含めて，どのような罪種の犯罪が多く行われているかを把握することは，

量的な観点から，犯罪対策を検討する上での第一歩である。次に，②日本において初犯者

と再犯者がどのような構成比で存在し，それが犯罪の件数にどのように影響しているのか

を知ることが，マクロなレベルでの再犯対策の基本である。すなわち，本研究でいう初犯

者と再犯者の定義を前提に，両者が社会に与える影響の違いを比較すると，犯罪内容の重

大性は別として，例えば，1人で3回の犯歴のある者（再犯者）は，1人で1回の犯歴の
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ある者（初犯者）に比べ，3人分（3倍）の悪影響を社会に与えたことになる。①で把握

した犯罪の総量に対する初犯者と再犯者の影響度を，これによって把握できる。さらに，

③再犯者については，どのような犯罪が繰り返し行われているか（同一罪名再犯又は同種

再犯）を分析することが必要不可欠である。これによって，質的な観点からの罪種別犯罪

対策を考えることができる。

　このような観点から，以下では，まず，100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対

象に，戦後の犯罪動向の概観を通じて，どのような罪種の犯罪が多く行われているのか，

総量と上位罪名の経年変化を検討する。続いて，同じ100万人混合犯歴を対象に，初犯者と

再犯者の人員構成比及びこれらの者が行った犯罪の結果である犯歴の総数について分析す

る。さらに，本章の冒頭で紹介した9種類の多様な犯歴を対象に，罪名別，年齢層別，量

刑別等，犯罪者の属性や仮釈放者及び執行猶予者に成り行きについての分析を行い，それ

を通じて，再犯者の実態や予後に関するより詳しい分析を進めることとしたい。

4　戦後の犯罪動向の概観

　まず，100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象に，どのような犯罪が全体とし

て多く行われているのか，罪名別件数の構成比を基準に見ると，傷害及び暴行の粗暴犯，

窃盗並びに覚せい剤取締法違反の占める比率が高いことが分かる（2－1－1図）。

　それでは，戦後のそれぞれの時期において，どのような犯罪が多数を占めていたのであ

2－1－1図　犯歴の罪名別件数の構成比

畿

望酔
総　数

1，680，495件　　　窃盗

　　　　　15．8

　　　　　　　　　　　　暴行
　　　　　　　　　　　　5．7

　毒劇法→　　　　　　　　　　　　等＿＿r覚せい剤取締法　　　　　

注　法務総合研究所の調査による。
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ろうか。この経年変化について，同じ100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象と

して，おおむね10年ごとに，それぞれの年に有罪が確定した者の罪名上位10位までを，自

由刑（懲役，禁鋼，拘留）を言い渡された者と財産刑（罰金，科料）を言い渡された者と

に分けて概観した（2－1－2表）。自由刑と財産刑を分けて分析したのは，同じ罪名（例二

傷害には，法定刑として，懲役から科料まで幅広い処分が規定されている。）であっても，

実際の犯行態様によって，裁判における処分には大きな違いが認められるため，その点を

考慮したものである。

　自由刑を言い渡された罪名では，窃盗が一貫して第1位であること，昭和55年（1980年）

以降は，覚せい剤取締法違反が継続的に第2位を占めていることのほか，第3位から第5

位までの罪名（傷害，詐欺，恐喝）には経年による変化がないことが指摘できる。他方，

財産刑が言い渡された罪名では，傷害が一貫して第1位であること，順位に変動はあるも

のの，暴行がそれに次ぐ順位となっている年が多いことが指摘できるが，それ以外の罪名

については，経年による変化が大きい。
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2－1－2表　年次別犯歴
①　自由刑

昭和25年（！950年）

　（12，617件）

昭和35年（1960年〉

　（B，368件）

昭和45年（1970年〉

　　（9，581件〉

昭和55年

1位

2位 詐欺

6，940（55．0）

！，042（8，3〉 傷害

6，683（50．0）

傷害

嚢

1、蟻．輿』9

　　990（10．3）

傷害

蒙

1，147（8．6）

3位 強盗 653（5．2） 詐欺 972（7．3） 詐欺 699（7．3）

4位 横領 567（4．5） 恐喝 695（5．2〉 恐喝 529（5．5） 詐欺

5位 盗品等譲受け 505（4．0） 横領 485（3．6〉 強姦 497（5．2） 恐喝

6位 傷害 502（4，0） 強姦 471（3。5） 賂博・富くじ 201（2，1） 暴力行為等処罰法

7位 恐喝 426（3．4〉 盗品等譲受け 374（2。8〉 横領 ig8（2，1） 私文書偽造

8位 銃刀法 143（1．1） 強盗 36ま（2．7） 暴力行為等処罰法 196（2，0） 強姦

9位 殺人 141（1，1） 売春防止法 36王（2。7〉 殺人 193（2，0） 殺人

10位 住居侵入 109（0．9〉 殺人 240（L8〉 強盗 ！63（L7） 賭博・富くじ

②　財産刑

昭和25年（1950年）

　　（9，073件）

昭和35年（1960年）

　　（26，331件〉

昭和45年（1970年）

　　（26，797件）

昭和55年

1位 傷害 1，934（2L3） 傷警

嚢

7，672（29．王〉

3，022（ll．5）

7，341（27．4） 傷害

2位 賭博・富くじ ！，777（19．6）
1　　　　・懇　醸　　　　懸

　｝鮎唱写

馨，，黙賦

霧害

灘馨　馨灘翻、覇、，，、繋， 2，754（10．3〉

1，625（6．1〉

風営適正化法

3位

4位．
柵　謄　憎　讐　一　響　薗　唱

5位

銃刀法 651（7．2） 売春防止法 王，013（3，8） 賭博・富くじ
灘
．
． 繋懸　　騰
聯　薫・羅、態

輻阿鐘糞

　　　　嚢嚢　　　　，凄

き囎

594（6．5） 銃刀法 907（3．4） 風営適正化法 1，625（6．1） 毒劇法

住居侵入 148（L6） 風営適正化法 738（2．8） 銃刀法 1，219（4．5〉 競馬法

6位 軽犯罪法 66（0．7） 賭博・富くじ 580（2．2） 暴力行為等処罰法 980（3．7） 賂博儲くじ

7位 風営適正化法 56（0．6） 住居侵入 405（1．5） 売春防止法 520（L9〉
　　　　　　　秤
銃刀法

8位 暴力行為等処罰法 51（0．6） 暴力行為等処罰法 372（L4〉 住居侵入 446（L7） 廃棄物処理法

9位 脅迫 49（0．5） 脅迫 254（LO〉 軽犯罪法 342（L3） 暴力行為等処罰法

10位 遺失物等横領 46（0．5） 器物損壊 210（0。8） 公然わいせつ 303（L1） 住居侵入

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「自由刑」は，懲役，禁鋼，拘留であり，「財産刑」は，罰金，科料である。

　　　自由刑における昭和35年の強盗及び売春防止法，財産刑における45年の賭博・富くじ及び風営適正化法，平成12年の公然わいせつ

　　及び暴力行為等処罰法は同順位である。

　　4　罪名項目中の（）内は，各裁判年次における犯歴の件数に対する構成比である。
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の件数の多い罪名順位

（1980年）

（11，248件）

平成2年（1990年）

　　（8，656件）

平成12年（2000年）

　　（11，435件）

平成17年（2005年）

　　（13，946件）

2，483（22．1〉

　953（8．5〉

、、蔓鋤凱報錘灘鱗醗 2，685（3LO） 搬灘鐘灘 3，637（3i，8）

2，814（24．6〉

　960（8，4）

灘灘鰯購i、難、骸！λ．

2，283（ま6．4）

i，1！8（8，0）傷害

i，987（23．0〉

　730（8．4）傷害 傷害

680（6．0） 詐欺 504（5．8） 詐欺 719（6．3〉 詐欺 1，012（7．3）

439（3，9〉 恐喝 390（4．5） 恐喝 469（4．1） 恐喝 419（3．0）

238（2．1） 賭博・富くじ 241（2．8） 強盗 272（2．4〉 強盗 338（2．4）
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第2章　再犯者対策の重要性

　ここでは，第1章で述べた，日本における初犯者と再犯者の構成比が犯罪の件数に及ぼ

す影響について，100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象として，実証的に分析

し，初犯者と再犯者が社会に与える影響の違いを検討する。

　まず，総犯歴数別の人員及び犯歴の件数の構成比に関して初犯者と再犯者を比較すると，

総犯歴数別の人員構成比では，初犯者が約70％を占めているのに対して，再犯者は，約30％

にとどまっている（2－2－1図）。ところが，総犯歴数別の犯歴の件数構成比を見ると，

初犯者による犯歴の件数は約40％にとどまるのに対して，再犯者による犯歴の件数は約

60％を占めている。このことは，約30％の再犯者によって，過半数である約60％の犯罪が

行われているという事実を示しており，それが，刑事政策として再犯者対策が重要である

ことを実証的に根拠づけている。

　また，この図を見ると，多数回の犯歴を持つ者ほど，犯歴の件数の増加に寄与しており，

特に，10犯以上の犯歴を持つ者（以下，本章において「多数回再犯者」という。）は，100

万人のうちの8，398人（0．8％）にすぎないが，この者たちによる犯歴の件数は10万8，201件

（6．4％）となっている。これは，ごく少数の者によって多数の犯罪が引き起こされている

ことを示している。同じ傾向は，欧米の実証研究でも確認されており（例えば，英国では，

2001年の調査によれば，0．5％の多数回再犯者が，9％の事件を引き起こしているとされて

いる。英国内務省資料による。），それを基に，多数回の犯歴を持つ者に対する対策が採ら

れている。

2－2－1図　総犯歴数別人員・犯歴の件数構成比
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注　法務総合研究所の調査による。
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　次に，再犯者対策が重要となる主な犯罪は何かを探るため，100万人初犯者・再犯者混合

犯歴（全期間）の罪名別・犯歴の件数構成比を，犯歴回数別に検討した（2－2－2図）。

その結果，何犯目であっても，高い比率を占める罪名は，傷害，窃盗，暴行及び覚せい剤

取締法違反であり，特に，3犯目以降は，すべて，多い方から窃盗，傷害，覚せい剤取締

法違反の順となっている。窃盗，傷害，覚せい剤取締法違反が常に上位を占めているとい

う事実は，罪名別再犯者対策として，これらの罪名が重要であることを示しているので，

第4章において，より詳細に分析を行った。

2－2－2図　犯歴回数別・罪名別犯歴の件数構成比
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第3章　近時の再犯の傾向

第1節総説
　ここでは，近時における再犯の経年変化を，罪種及び年齢層を中心に検討する。

　まず，その年に確定した有罪判決において何犯目の犯罪が多いのかを，100万人初犯者・

再犯者混合犯歴（全期間）を対象として，最近30年間について分析した（2－3－1－1

図）。いずれの年においても，1犯目の者（初犯者の犯歴及び再犯者の1回目の犯歴）の比

率が49％ないし58％と最も高く，かつ，1犯目の者が占める比率は，昭和63年（1988年）

以降，徐々にではあるが，おおむね上昇傾向にある。

　次に，2犯目以降の者（再犯者）に焦点を絞り，その年に確定した再犯事件において，

どのような罪名が多いのか，100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象とし，自由

刑と財産刑別に，罪名別犯歴の件数構成比の推移（最近30年間）を分析した（2－3－1－

2図）。
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2－3－1－1図 犯歴回数別犯歴の件数構成比の推移

　　　　　　　　　（昭和51年～平成17年）
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注　法務総合研究所の調査による。
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2－3－1－2図
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法務総合研究所の調査による。

「自由刑」は，懲役，禁鋼，拘留であり，「財産刑」は，罰金，科料である。

罪名は，昭和51年に件数の最も多かったものから順に10位までを選定した。

（）内は，実数である。
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　これによると，自由刑（懲役，禁銅又は拘留）においては，昭和52年（1977年）以降，

窃盗の比率が最も高く，31％ないし37％を占め，次いで，覚せい剤取締法違反，傷害，詐

欺，恐喝の順となっている。ただし，窃盗，傷害，詐欺の比率は毎年おおむね一定である

のに対して，覚せい剤取締法違反に関しては，経年による比率の変化が比較的大きい。

　また，財産刑（罰金又は科料）においては，傷害の比率が，常に19％ないし26％と最も

高く，次いで，暴行，風営適正化法違反が上位を占めることが多かった。なお，財産刑を

科された傷害は，一般に，ほとんどが略式手続により罰金に処せられたものであり，比較

的軽微な事案が多い。

　これらを踏まえて，前記の再犯が多い主要な罪名を中心に，それらを1犯目に行った者

が，その後5年以内にどのような比率で再犯をしたかを，100万人初犯者・再犯者混合犯歴

（全期間）を対象として分析した。この分析では，1犯目の罪名と2犯目以降の罪名は同一

であることを要せず，再犯傾向の強さに着目して，経年による再犯状況の罪名別の変化を

分析した。具体的には，昭和60年（1985年），平成2年（1990年），7年（1995年）及び12

年（2000年）に1犯目を行った者が，その後，5年以内に再犯に及んだ比率（以下，本章

において「5年以内再犯率」という。）を罪名別に追跡した（2－3－1－3図）。

　この図では，横軸に昭和60年，平成2年，7年及び12年の各年次をとり，縦軸に各年に

おける1犯目を行った者の全罪種及び罪名別の5年以内再犯率をとった。

　1犯目を行った者の5年以内再犯率を見ると，全罪種では，平成2年に1犯目を行った
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注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　5年以内再犯率は，1犯目を行った者のうち，5年以内に再犯を犯し，

　　有罪の確定裁判を受けた者の比率をいう。

　3　裁判時20歳未満の者を除く。
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者（14．6％）が最も低く，次いで，7年（15．9％），昭和60年（16．4％），平成12年（18．5％）

の順であった。罪名別では，各年次ともに，窃盗及び覚せい剤取締法違反を1犯目に行っ

た者の5年以内再犯率が高かった。他方，7年と12年を比較すると，恐喝と詐欺を1犯目

を行った者の5年以内再犯率の悪化が目立っており，それぞれ6．6ポイント，4．8ポイント

上昇している。

　それでは，このような再犯傾向は，年齢層によってどのような違いが見られるのであろ

うか。この点に関して，100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象として，経年に

よる再犯状況の変化を年齢層別に分析した（2－3－1－4図）。

　この図では，横軸に年齢層をとり，縦軸に昭和60年，平成2年，7年及び12年の各年次

に1犯目を行った者の5年以内再犯率をとったものである。

　その結果，いずれの年次においても，20歳代前半（20～24歳）の者の5年以内再犯率が

最も高く，20歳代後半がそれに続いており，以後加齢と共に，5年以内再犯率の低下傾向

が見られる。他方，平成12年に1犯目を行った者の5年以内再犯率は，20歳代を除くすべ

ての年齢層において，他の三つの年次（昭和60年，平成2年及び7年）よりも高く，特に

40歳代を中心にその傾向が顕著である。この近時の変化については，今後の推移を注視す

る必要があると考えられる。

　本来，年齢犯罪曲線（age－crimecurve）によれば，加齢と共に再犯傾向は低下するはず

である。しかし，2－3－1－4図によると，40歳代を中心に5年以内再犯率が，昭和60

年と比べて，平成7年及び12年において上昇傾向が見られる。この点は，年齢犯罪曲線の

一般的傾向とそぐわないので，その要因について更なる探求が必要である。なお，年齢犯

罪曲線の意義及びそれと関連付けた犯歴の分析は，本編第4章第2節を参照されたい。
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注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　5年以内再犯率は，各年次に1犯目を行った者のうち，5年以内に再
　　犯をし，有罪の確定裁判を受けた者の比率をいう。

　3　裁判時20歳未満の者を除く。
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　この年齢層別の再犯傾向について，多数回再犯者に関してはどのような傾向が見られる

のか，50万人再犯者犯歴（全期間）を対象として分析した（2－3－1－5図）。既に，本

編第2章で紹介したように，全体のO．8％にとどまる多数回再犯者が全犯歴の6．4％を行っ

ていることが判明しているので，それらを行った主体の属性の一つとして，最終犯行時の

年齢を基準に特徴を見たものである。

　一見して分かる顕著な特徴は，多数回再犯者の高齢化の進行である。すなわち，平成2

年（1990年）には，裁判時に40歳代だった者（41．3％）の比率が最も高く，次いで，50歳

代（36．2％），30歳代（11．1％）の順となっていた。これは実数で見ても，40歳代，50歳代，

30歳代だった者が，それぞれ，530人，464人，142人であったことからも量的に裏付けられ

る。ところが，17年（2005年）では，裁判時に50歳代だった者（41．2％）の比率が最も高

く，次いで，60歳代（32．8％），と40歳代（15．3％）の順となっており，30歳代の者の比率

は3．1％に低下した。これを同じく実数で見ると，50歳代，60歳代，40歳代，30歳代だった

者が，それぞれ，481人，471人，179人，36人となっていることから確認される。そして，

各年の多数回再犯者に占める50歳代以上の者の比率及び実数は年々高くなっている。これ

は，中・高齢の再犯者の更生が困難であることを示唆していると考えられる。

2－3－1－5図
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第2節　最近10年間の再犯の傾向

　近時，再犯者数は増加しているのであろうか。また，犯罪者中，前科を有する再犯者が

占める比率は上昇しているのであろうか。本節では，「72万人初犯者・再犯者混合犯歴（10

年）」を用いて，最近10年間の再犯状況を見てみることにする。

　まず始めに，犯歴調査ではなく，警察庁の統計によって，一般刑法犯検挙人員のうち，

前科を有する者の比率（以下，「有前科者率」という。）の推移等を見てみたい。

　2－3－2－1図は，最近の成人一般刑法犯検挙人員中，「1犯」から「5犯以上」まで

の前科を有していた人員と有前科者率の推移を見たものである。これによると，取り分け，

「1犯」の人員が急増しており，平成9年に14，575人であったものが，平成19年には29，454

人と約2．0倍にまで増加している。また，「2犯」から「5犯以上」の人員も平成8年ころ

からおおむね増加しており，有前科者率は，平成8年以降，毎年25％を上回っている。し

たがって，前科「1犯」の者が今後も犯罪を繰り返し，「2犯」目以降へ進むことが危ぐさ

れ，再犯対策の重要性が近時一層高まっていることが分かる。

　最近の再犯傾向について，「平成19年版犯罪白書」では，初犯者の5年以内再犯率等を用
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注 　警察庁の統計による。

　道路上の交通事故に係る危険運転致死傷を除く。

　「有前科者」とは，前に確定裁判（道路交通法違反を除く。）により刑の

言渡しを受けたことがある者をいう。

4　「有前科者率」とは，成人の一般刑法犯検挙人員に占める有前科者の人員

の比率をいう。
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いて紹介している。

　2－3－2－2図は，同白書の図表（7－3－3－3図，本報告の2－3－1－3図）

の形状を変えて作図したものである。これによると，平成12年に初回の犯歴を有した者は，

他の三つの年次よりも再犯率が高くなっており（覚せい剤取締法違反を除く。），特に，窃

盗，詐欺及び恐喝においてその傾向がはっきりと見られる。近時の再犯率はそれ以前より

も高い水準にあることを示している。
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注 　法務総合研究所の調査による。

　5年以内再犯率は，1犯目を行った者のうち，5年以内に再犯を
犯し，有罪の確定裁判を受けた者の比率をいう。

3　裁判時20歳未満の者を除く。

　2－3－2－3図は，「平成19年版犯罪白書」の図表（7－3－3－4図，本報告の2－

3－1－4図）をより見やすくするため，二つの年次（平成2年と平成12年の初犯者）に

ついて作図したものである。これから「20～24歳」の年齢層を除く，すべての年齢層にお

いて，平成12年の初犯者の方が，平成2年の初犯者よりも再犯率が高いことが分かる。こ

れは，ほとんどすべての年齢層において初犯者が再犯者へ移行しやすくなっていたことを

示しており，2－3－2－2図と同様な結果であり，近時の再犯傾向の高まりは，罪名別

でも年齢層別でもはっきりしている。
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2－3－2－3図 特定年に1犯目を行った者の年次別・年齢層別5年以内再犯率の比較
（平成2年・12年）
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法務総合研究所の調査による。

　5年以内再犯率は，1犯目を行った者のうち，5年以内に再犯を犯

し，有罪の確定裁判を受けた者の比率をいう。

裁判時20歳未満の者を除く。

　2－3－2－4図は，最近10年間に犯歴があった者の犯歴の状況を総犯歴数別人員の構

成比と，総犯歴数別累積件数の構成比とで見たものである。「平成19年版犯罪白書」の7－

3－2－1図においては，約3割（28．9％）の再犯者が全体の犯歴の約6割（57．7％）を

犯していることを明らかにしていたが，最近10年間では再犯傾向が高くなっていて，約4

割（36．5％）の再犯者が約7割（69．0％）の犯罪を行っているという結果が明らかになっ

ている。
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2－3－2－4図　総犯歴数別人員及び総犯歴数別累積件数の構成比
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注　法務総合研究所の調査による。

　2－3－2－5図は，最近10年間に犯歴があった者の罪名別の再犯状況を見たものであ

る。2－3－2－5図のとおり，「1犯」から「2犯」に及ぶ再犯率は，窃盗が51．5％（「平

成19年版犯罪白書」の7－3－4－1図では44．7％），傷害・暴行が40．3％（同33．3％），

覚せい剤取締法違反が50．8％（同41．6％）といずれも高い水準にある。また，「1犯」目と

同じ犯罪を「2犯」目以降にも犯した同種再犯率は，窃盗が37．3％（同28．9％），傷害・暴

行が23．1％（同21．1％），覚せい剤取締法違反が37．5％（同29．1％）と，同様に高いことが

分かる。
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2－3－2－5図 最近10年間の罪名別・再犯の有無別構成比
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1犯目から10犯目までの犯歴により分類した。

（）内は，実人員である。

小括
　以上，「72万人初犯者・再犯者混合犯歴（10年）」などを用いて，最近の再犯状況を見て

みた。これによると，特に，2－3－2－1図から言えることとして，一般刑法犯検挙人

員のうち前科を有する者の比率は平成8年以降，高水準にあって，特に，前科を有する者

のうち，「1犯」の者の人員が平成18年には3万人を超えるまで急増している。今後，こう

した再犯を犯しているとはいえ，まだ，改善更生の可能性をかなり残している者に対する

処遇の重要性が高まっているといえる。また，2－3－2－2図及び2－3－2－3図か

ら，近時の再犯率の上昇傾向は，罪名別に見ても，年齢層別に見ても，いずれも高くなっ

ており，幅広い再犯対策が必要になっているものと考えられる。
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第4章　再犯者の実態

　本章では，どのような者が，どのような罪名・罪種の再犯に至るのか，あるいは逆に，

再犯に至らない者には何か特徴があるのか等について，電算犯歴を対象に，罪名，年齢等

を中心とした分析を行う。

第1節罪名
1　一般的再犯危険性と同一罪名又は同種再犯危険性

　前記のように，再犯防止の基本は，1犯目から2犯目に至ることの防止にある。そこで，

本節では，まず，1犯目の罪名別に，2犯目以降10犯目までの再犯の有無及び罪名別の特

徴があるかどうかを，70万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象として分析する。

これは，広い意味で，1犯目の罪名を基準に，再犯危険性の高さ，及びどのような罪名・

罪種の再犯をする危険性が高いのかについての検討である（2－4－1－1図）。

　この図は，罪名を問わず再犯自体を行う危険性を示す「一般的再犯危険性」の高さを基

準に，罪名別の再犯率を示したもので，上位から順に，窃盗（44．7％），覚せい剤取締法違

反（41．6％），傷害・暴行（33．3％）という，本編第1章で紹介したものと同じ罪名が見ら

れる。これらに続く，強盗（事後強盗，強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。以

下，本節において同じ。）及び強姦も30％を超えており，一般的再犯危険性が比較的高いこ

とがうかがえる。

　他方，同じ罪名の犯罪を繰り返すという観点から，「同一罪名再犯危険性」（1犯目とまっ

たく同じ罪名のみを反復する傾向）及び「同種再犯危険性」（1犯目と同じ罪名の反復及び

1犯目と異なる罪名の反復という傾向を併せ持つこと）の高さを見ると，状況は変わって，

覚せい剤取締法違反の同一罪名再犯危険性が最も高く（19．4％），窃盗（17．7％），風営適

正化法違反（16．7％）及び傷害・暴行（11．9％）がそれに続いている。強盗及び強姦は，

それぞれ0．8％，1．4％に過ぎず，同種再犯危険性まで含めても，2．0％，3．0％に留まって

いる。

　以上のことから，強盗及び強姦の「一般的再犯危険性」は比較的高いものの，一般人の

認識と異なって，「同一罪名再犯危険性」及び「同種再犯危険性」は低いことが分かる。そ

こで，世間の関心が高い性犯罪に関し，前記の強姦に加えて，強制わいせつ及び強盗強姦

まで罪種を拡大して，1犯目に性犯罪をした者が2犯目以降に性犯罪を繰り返しているか

否かに関し，70万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象に，1犯目が性犯罪であっ

た者（1万898人）について，その後の再犯状況を分析した（2－4－1－2図）。その結
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2－4－1－1図　1犯目の罪名別・再犯の有無別構成比
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注

再犯なし □
法務総合研究所の調査による。

1犯目から10犯目の犯歴により分類した。

「強盗」は，事後強盗，強盗致死傷，強盗強姦・同致死を含まない。

（）内は，実人員である。

果，性犯罪の同種再犯危険性は5．1％で，罪名を拡大したため，若干，強姦のみの場合より

も高めの数値であるが，他の罪名と比べて，「同一罪名再犯危険性」及び「同種再犯危険性」

は低い水準にある。これは，世間一般では，性犯罪者は性犯罪を反復する危険性が高いと

考えられていることが，事実に即していないことを示している。ちなみに，この点に関し

ては，米国，カナダ，英国等諸外国における調査においても同様の結果が得られており，

日本だけに特別の状況が見られるわけではない（Harris　and　Hanson，200411CSOM，

1　これは，米国，カナダ，英国における10編の性犯罪者の同種再犯に関する追跡調査（合計4，724人）

を統合した評価研究であり，本文の日本の調査結果と同様の結論を示している。
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　2－4－1－2図　1犯目が性犯罪の者の再犯の有無別構成比
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1犯目・性犯罪
　（10，898）

　　　　　↑

　　　　再犯あり
　　　（性犯罪あり）

　　　　　5．1

再犯なし
　70．0

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　1犯目から10犯目までの犯歴により分類した。

　　　「性犯罪」とは，強姦，強制わいせつ及び強盗強姦をいう。

　　　（）内は，実人貝である。

2000）。

　他方，諸外国の実態調査においても，限られた者ではあるが性犯罪を反復する者は存在

している。70万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象に，1犯目が性犯罪であり再

犯の中にも性犯罪を含む者について，性犯罪の回数別に，再犯のすべてが性犯罪であった

者とそれ以外の者（すなわち，再犯の内容に性犯罪以外の罪名も含む者）とに分けて，そ

の人員を分析すると，性犯罪を3回以上繰り返している者は，107人（0．015％，1犯目が

性犯罪であった者1万898人のうちでは0．98％）であった（2－4－1－3図）。

2－4－1－3図
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　　　　34
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　　9
　　55回

　　3

　　66回

　　0

　　17回

　　0
　　　　　　　　　　　　　　国性犯罪再犯・それ以外の罪名の
8回　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再犯を含む者
　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■すべて性犯罪再犯の者

　　09回

　　1
　法務総合研究所の調査による。

　1犯目が性犯罪の者（10，898人）のうち，その後，性犯罪を犯した者（555

人）について分析したものである。

3　「性犯罪」とは，強姦，強制わいせつ及び強盗強姦をいう。

3回
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　そこで，性犯罪の同種再犯危険性を示す者の属性の一つとして，性犯罪を3回以上繰り

返した者の1犯目の裁判時の年齢層を見ると，20歳代で1犯目の性犯罪を行った者が大半

であり，性犯罪を反復する傾向の強い者は若年時に最初の性犯罪に及んでいることが分か

る（2－4－1－4図）。

　　　　　2－4－1－4図　性犯罪3回以上の者の1犯目性犯罪時年齢層
　　　　　　（人）

　　　　　　30

25

20

15

10

5

口1犯目・強制わいせつの者

圏1犯目・強姦の者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　0
　　　　　　　　20－24　25－29　30－34　35－39　40－44　45－49　50－54　55－5960以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歳）
　　　　　　注　1　法務総合研究所の調査による。

　　　　　　　　2　「性犯罪」とは，強姦，強制わいせつ及び強盗強姦をいう。

　　　　　　　　3　1犯目性犯罪の者のうち，3回以上性犯罪を行っている者を対象

　　　　　　　　としている。
　　　　　　　　4　1犯目の裁判年次が，昭和55年（1980年）から平成18年（2006年〉

　　　　　　　　の者である。
　　　　　　　　5　1犯目が強盗強姦である該当者はなかった。

　それゆえ，性犯罪者の再犯危険性評価においては，少数ではあるが，このような傾向を

示す者を的確に把握して，専門的な性犯罪者処遇の対象とすることが，その同種再犯防止

に効果的であると考えられる（最新の性犯罪者再犯危険性評価基準及び具体的な性犯罪者

対策について欧米の知見を集約した実証研究及び実務ガイドラインの提言として，Beech，

Bourgon，Hanson　and　Andrew，et　a1．，2007a　l2007b，1943年から2003年までの60年間に

実施された95編の性犯罪の再犯予測因子に関する研究の分析として，HansonandMorton

－Bourgon，2004，カナダにおける性犯罪者再犯危険性評価に関する最新の研究成果として，

Hanson　and　Morton－Bourgon，2007，5か国語で発表された2，039の性犯罪者処遇効果研

究から選定要件を満たした69の研究（対象者数2万2，181名）についてメタ分析し，多様な

性犯罪者処遇方法の有効i生について検証した論文として，L6selandSchmucker，2005を，

それぞれ参照されたい。）。
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2　同種再犯危険性

　ここでは，前記の分析で，同種再犯危険性が高いことが判明した罪名を中心に，どの罪

名を1犯目に行った者が，最も同種再犯危険性が高いのかを，同種再犯の犯歴回数を集計

することによって分析した（2－4－1－5図）。

　これによると，窃盗に関しては，3回以上繰り返した者の占める比率が45．5％と最も高

く，覚せい剤取締法違反（39．2％），風営適正化法違反（38．5％）及び傷害・暴行（37．5％）

の順となっている。このうち，実数で見ると，傷害・暴行，窃盗，覚せい剤取締法違反の

順に相当数に及んでおり，これらの罪名を1犯目に行った者に対して，その同種再犯を防

止するための適切な処遇等の対応が必要であることが分かる。F

　覚せい剤取締法違反で実刑を受けた者に占める非営利事犯（使用又は使用目的所持等の

者）の比率は，1985年から2003年までの間，一貫して90％を超えており（平成16年版犯罪

白書，p．309），同法違反者のほとんどは，薬物乱用者であると推測される。それゆえ，薬物

依存・乱用に対する専門的処遇・治療が不可欠である（対策の詳細は，第4編第2章参照。）。

　また，傷害・暴行については，認知行動療法に基づく怒りの統制訓練（AngerManagement）

や攻撃性置換訓練（Aggression　Replacement　Training）を行うなど，第3編第1章で紹

2－4－1－5図　罪種別・同種再犯の再犯回数別構成比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
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　　（41）

　　　　　　　　　　　ロ2回團3回團4回■5回以上
注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　1犯目から10犯目の犯歴により分類した。
　3　「強盗」は，事後強盗，強盗致死傷，強盗強姦・同致死を含まない。

　4　（〉内は，同種再犯がある者の人員である。
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介したような研究に基づいて再犯削減効果が実証された処遇を行うことが，効果的対策に

なりうると考えられる。

3　一般的再犯危険性

　ここでいう一般的再犯危険性とは，罪名を問わず，再犯自体をする危険性があるという

意味であり，実際に行った再犯罪名から観察すると，1犯目とは異なる異種再犯傾向があ

ることを意味している。そこで，1犯目に行った罪名を列として，その後の再犯罪名を行

にとって，どのような犯罪を再犯として行う傾向が見られるのかを10犯目の再犯まで分析

した（2－4－1－6図）。これによって，1犯目の罪名を基準に，その後，当該罪名を犯

した者による再犯罪名の傾向についてある程度予測することが可能であり，それによって，

再犯防止のために重点を置くべき処遇上の留意点等を探求を目指した。また，図示はしな

いが，ここでは1犯時の罪名を基準に，その後同種再犯を繰り返しつつ，異種再犯も行っ

ている者について，同種再犯の多い主要な罪名である窃盗，覚せい剤取締法違反及び傷害・

暴行に関し，更に分析したので，まとめて紹介する。

　①　窃盗を1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，傷害・暴行（38．0％），

　　覚せい剤取締法違反（12．6％），詐欺（10．8％）の順であった。他方，窃盗を9回まで

　　反復した者が，その間に，どのような異種再犯を行っているかを見ると，窃盗の回数

　　が増えるにつれて，詐欺，住居侵入，強盗，強制わいせつをその間に行っている者が

　　増える傾向が見られる。

　②　覚せい剤取締法違反を1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，傷害・

　暴行（38．3％），窃盗（25．3％）ゐ順であった。他方，覚せい剤取締法違反を9回まで

　　反復した者が，その間に，どのような異種再犯を行っているかを見ると，同法違反の

　　回数が増えるにつれて，詐欺，窃盗，暴力行為等処罰法違反，銃刀法違反をその間に

　行っている者が増える傾向が見られる。

　③　傷害・暴行を1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，窃盗（17．6％），

　暴力行為等処罰法違反（13．2％），覚せい剤取締法違反（12．7％）の順であった。他方，

　傷害・暴行を9回まで反復した者が，その間に，どのような異種再犯を行っているか

　　を見ると，傷害・暴行の回数が増えるにつれて，殺人，住居侵入，脅迫，恐喝，暴力

　行為等処罰法違反，器物・建造物損壊，銃刀法違反をその間に行っている者が増える

　傾向が見られるが，窃盗及び覚せい剤取締法違反については，微増傾向にとどまって

　　いる。

　④　強盗を1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，窃盗（42．9％），傷害・

　暴行（38．9％）の順であった。

⑤　詐欺を1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，窃盗（40．0％），傷害・

　暴行（24．6％）の順であった。
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　⑥　強姦を1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，傷害・暴行（43．7％），

　　窃盗（22．2％），覚せい剤取締法違反（11．8％）の順であった。

　⑦　強制わいせつを1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，窃盗（32．1％），

　　傷害・暴行（26．0％），住居侵入（10．4％）の順であった。

　⑧　風営適正化法違反を1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，傷害・暴

　　行（25．0％），賭博・富くじ（13．8％）の順であった。

　⑨　殺人を1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，傷害・暴行（50．6％），

　　窃盗（16．9％）の順であった。

　⑩　放火を1犯目に行った者によるその後の異種再犯傾向では，窃盗（38．5％），傷害・

　　暴行（29．7％）の順であった。

　以上の結果を踏まえると，財産犯としての窃盗，強盗，詐欺は，いずれも，傷害・暴行

又は窃盗を再犯として行っている者が多いので，窃盗や詐欺であっても，粗暴犯対策が，

再犯防止対策としては重要であることが分かる。ただし，窃盗と傷害・暴行を行っている

者が強盗に進むわけではない。前記のように，むしろ窃盗を反復している者が強盗に進む

傾向があることが判明しているので（なお，本編第4章第5節，2－4－5－4図及びそ

こでの分析を参照。），そのような観点から，窃盗を反復する者に対する処遇が必要である

と考えられる。

　覚せい剤取締法違反については，窃盗及び傷害・暴行との親和性が相互に見られるので，

薬物依存症対策と併せて，これら2罪種への対応が必要であろう。また，覚せい剤取締法

違反を反復するにつれて，暴力行為等処罰法違反，銃刀法違反という粗暴犯を行う者の比

率が増加するので，薬物関連犯罪というカテゴリーを設けて犯罪対策を行っている諸外国

の例も踏まえつつ，これらの犯罪性向を統合的に処遇の対象とすることが必要と思われる

（ここでいう薬物には，アルコールや市販薬など合法薬物及び治療目的で処方されていない

ヘロインや覚せい剤などの違法薬物の双方を含む。）。窃盗は，薬物入手費用のために行っ

ている場合があるので，その点が確認されれば，単なる財産犯としての窃盗ではなく，薬

物関連犯罪としての窃盗として，依存症治療の充実によってそのような窃盗を減少させ得

ると思われる。

　傷害・暴行を1犯目に行った者については，比率としては低いものの再犯として殺人に

至る者が含まれている（2．7％）。また，傷害・暴行については，回数が増えるに連れて，

殺人，脅迫，恐喝，暴力行為等処罰法違反，器物・建造物損壊，銃刀法違反をその間に行っ

ている者が増える傾向が見られる。特に，殺人については，傷害・暴行2回の者に比べて，

同5回～9回の者は，ほぼ2倍の比率で殺人を犯す傾向が見られ，暴力行為等処罰法違反

についても，同様の比較で約2．4倍となっている。傷害・暴行は件数が多いため，2．7％と

比率は低くとも，実数で見ると約1，000人が再犯として殺人に至っている。それゆえ，再犯

者化する前に，傷害・暴行の初期段階で，徹底した怒りの感情の統制訓練等，粗暴傾向の
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矯正を行うための専門的処遇の対象とすることが，その後の殺人のような最も重大な再犯

の防止に繋がると考えられる（殺人に関する分析については，本編第4章第5節も併せて

参照されたい。）。

　性犯罪については，強姦及び強制わいせつともに，罪質から推定されるように，傷害・

暴行と親和性があることが犯歴上も検証された。また，窃盗との親和性が意外と高いこと

から，粗暴傾向に対する専門的処遇と併せて，窃盗が下着盗など性欲充足のための窃盗を

含んでいるかを検証した上で，もし，含んでいる場合，諸外国の例のように，窃盗ではな

く，性犯罪の一種としての窃盗2として専門的処遇の対象とすることが適切と考えられる。

　生命犯である殺人は，その前段階と考えられる傷害・暴行と極めて親和性が高く，1犯

目に重大事犯である殺人を行っても，傷害・暴行の再犯が高率で見られ，その問題傾向は

改善されていないことから，これらの者に対しては，徹底した粗暴犯対策処遇が必要であ

ることカご分かる。

2　世界的に使用されている性犯罪者の静的再犯危険性評価基準であるStatic－99では，非接触性犯

罪（non－contact　sex　offenses）による有罪宣告歴を再犯危険性評価に加えている。非接触性犯罪

とは，性的倒錯（paraphilia）に基づく，被害者への非接触型犯罪を指す。具体的には，下着窃盗，

公然わいせつ（性器露出），わいせつ図画等所持及びわいせつな内容の電話，窃視症（voyeurism，

一部の法域では，犯罪目的侵入又は夜間侵入を窃視症に対する訴因として使用しているので，それ

らの起訴歴も含む。），インターネットの性的な目的での使用，非接触型のセクシャル・ハラスメン

　ト行為が，非接触性犯罪に含まれる。これらの性的倒錯傾向は，実証的に性犯罪の再犯危険性増加

要因となりうることが確認されている。詳細は，染田，2006，pp201～参照。
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2－4－1－6表　1犯目の罪名と異なる犯歴がある者のその他の罪名ありの比率

　　1犯目の罪名
1犯目と 窃盗

覚せい

剤取締
傷害・

暴行
強盗 強姦 詐欺

風営適

正化法

強制わ

いせつ
放火 殺人

異なる罪名 法

1犯目の罪名と異なる

犯歴ありの者（総数） 24，271 6，381 39，639 998 2，426 3，216 2，721 558 387 706

（総数に対する各罪名ありの者の比率）

傷　害　・　暴　行 38．0 38．3　’ 38．9 43．7 24．6 25．0 26．0 29．7 50．6

窃　　　　　　　皿読欠？　“　　撃

　〆
25．3 17．6 42．9 22．2 40．0 6．9 32．1 38．5 16．9

覚せい剤取締法 12．6繋 12．7 7．9 11．8 9．0 8．8 3．8 5．7 9．8

恐　　　　　　　喝 6．3 7．8 9．3 8．3 6．3 6．5 3．0 2．0 3．1 6．8

暴力行為等処罰法 4．8 5．1 13．2 5．6 6．9 3．2 3．1 1．6 4．9 8．6

銃　　　刀　　　法 6．1 4．8 9．4 5．5 5．0 3．2 3．2 1．1 6．5 9．1

詐　　　　　　　欺 10．8 7．0 4．5 5．5 3．8 3．4 3．6 7．8 3．8

賭博　・富　く　じ 4．1 4．0 7．7 3．7 4．8 4．0 13．8 0．5 0．5 5．8

住　　居　　侵　　入 7．5 2．0 4．2 4．6 6．5 2．0 0．9 10．4 8．5 2．4

器物・建造物損壊 2．5 2．8 4．2 2．7 1．9 1．6 0．6 2．0 8．0 3．3

軽　　犯　　罪　　法 3．1 1．5 2．0 1．8 2．3 1．5 3．9 5．6 2．1 1．6

強盗・同致死傷 4．7 1．9 1．6 2．1 2．6 0．8 2．2 4．1 2．8

強　　　　　　　姦 3．0 0．6 2．9 2．2 1．0 0．4 8．1 3．1 0．8

脅　　　　　　　迫 1．7 1．7 3．7 3．1 1．6 1．6 1．0 1．6 3．4 1．6

殺　　　　　　　人 1．6 1．5 2．7 2．3 1．7 1．3 0．8 1．1 2．6

風営適正化法 1．6 2．0 3．3 1．4 1．3 1．8　・ 1．3 0．8 2．0

公然わいせつ 1．0 0．4 0．6 0．3 1．3 0．6 1．1 6．8 1．0 0．1

毒　　　劇　　　法 2．1 3．6 1．4 1．5 2．1 0．5 0．3 1．1 0．3 0．3

逮捕監禁・略取誘拐 0．8 1．0 1．0 0．4 1．4 0．5 0．4 3．0 0．5 0．6

強制わいせつ 1．2 0．3 0．6 1．1 3．9 0．7 0．3　， 1．0 0．3

児童福祉・買春等 0．4 0．7 0．6 0．1 0．9 0．4 3．3 0．5 0．5 一

放　　　　　　　火 1．0 0．4 0．6 0．7 0．5 0．5 0．4 1．4　・・… 1．6

盗品譲受け等 1．5 1．0 0．7 1．3 0．2 0．9 0．4 『 0．3 0．6

遺失物等横領 1．5 0．2 0．3 0．6 0．5 0．5 0．1 0．7 1．0 0．4

大　麻　取　締　法 0．2 1．3 0．3 0．2 0．2 0．2 0．7 一 一
0．3

業　　務　　妨　　害 0．2 0．3 0．8 0．2 0．2 0．2 0．2 一 0．5 0．3

注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　1犯目から10犯目の犯歴により分類した。
　3　「強盗」は，事後強盗，強盗強姦・同致死を含まない（1犯目は，強盗致死傷を含まない。）。

　4　「児童福祉・買春等」は，児童福祉法及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反である。
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第2節年齢

1　総説

はじめに

　年齢と犯罪傾向の関係を知ることは，犯罪対策を重点的に行うべき年齢層を絞り込み，

効果的な対策を立案する上で重要である。年齢別人口単位の犯罪率（例えば，同年齢人口

10万人当たりの一般刑法犯検挙人員の比率）については，国・地域を問わず，思春期初期

（13歳前後）から上昇を始め，おおむね思春期中期（16～17歳）でピークに達し，以後減少

傾向が続くことが従来の研究から知られている（年齢犯罪曲線（age－crimecurve））。これ

は，①新たに犯罪をする者が発達・加齢に伴って減少すること，また，②犯罪をしてきた

者であっても加齢に伴い再犯を止めることを意味している（Hirschi　and　Gottfredson，

19831Gottfredson　and　Hirschi，19901Moffitt，199311997）。

　本節では，再犯者対策を考える上で，どの年齢層に，どのような特徴が見られるのかに

ついて，経年変化，成り行き，罪種等との関連も踏まえながら分析を進めることにする。

このような分析は，出生年別に犯歴を長期間にわたって追跡する縦断的な研究（コウホー

ト研究）と犯罪遂行に特徴のある特定の年齢層について横断的な研究を行う方法とがある。

　この観点から，本節では，総説において，電算犯歴を対象とした年齢犯罪曲線の分析を

行い，続いて，長い期間から見た再犯の年齢層別分析の結果を紹介し，その後，①若年者

（20～29歳），②裁判時少年（16～19歳）であった者，そして，③高齢者（65歳以上）に分

けて年齢層別の分析を行う。

（1）年齢犯罪曲線と再犯継続率

　日本の犯罪者に関する年齢犯罪曲線の妥当性を検証するには，特定の犯罪者を若年時か

ら高齢に至るまでの期間追跡調査し，その生涯においてどのような犯罪傾向を示したかを

確認するのが一つの方法である。分析の対象とした電算犯歴には，約60年間の犯歴が集積

されているので，ここでは，高齢犯罪者犯歴（全体）を対象に，その中から約95％を占め

る1犯時の年齢が20歳から64歳までの間の者について，約50年間の犯歴を追跡調査した。

　具体的には，各年齢層で犯罪を始めた者のうち，どの程度の比率の者が犯罪を続けてい

るのか（以下，「再犯継続率」という。）を，犯罪を始めた年齢層において犯罪を止めなかっ

た者を分母とし，それ以降のそれぞれの年齢層において犯罪を続けている者を分子として

分析した。すると，20歳代前半で犯罪を始めた者の再犯継続率は他の年齢層に比べて最も

緩やかな減少率を示していることが分かる（2－4－2－1－1図及び2図）。この減少傾

向にある曲線群は，新たに犯罪をする者が発達・加齢に伴って減少し，他方，犯罪をして

きた者であっても加齢に伴い再犯を止めるという，年齢犯罪曲線を表していると考えられ

る。

　それでは，この減少率はどのようなことを意味するのであろうか。例えば，40歳代後半
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2－4－2－1－1図
　①全年齢層
　（千人）
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調査対象者の1犯目の年齢層別・犯罪継続人員

（1犯目の年齢）

一20－24歳　　一25－29歳　　・・一30－34歳

一・一35－39歳　　一一・40－44歳　　　　　45－49歳

11一一膳50－54歳　　一55－59歳　　　　・』『60－64歳

ね

洩亀噌陶

20－24歳25－29歳30－34歳35－39歳40－44歳45－49歳50－54歳55－59歳60－64歳65－69歳
（犯罪を継続している年齢）

②50歳以上
（人）
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　陶　軸　　鞠『　鞠r
噸職畑　　　　　　　　　　亀『　軸

　楓醐

（1犯目の年齢）

一20－24歳　　一一一25－29歳　　・一・30－34歳

一35－39歳　　一・40－44歳　　　　　45－49歳

　　　　　一55－59歳　　　　一…60－64歳

層麿　　■■

　50－54歳　　　　　　　　55－59歳　　　　　　　　60－64歳　　　　　　　　65－69歳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（犯罪を継続している年齢）
注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　1犯目裁判時年齢が20歳から64歳までの者を対象とする。

で犯罪を始めた者の場合，10年後の50歳代後半において約25％の者が犯罪を続けており，

より犯罪性が強いと考えられる20歳代前半で犯罪を始めた者のうち，50歳代後半において

犯罪を続けている者が約5％であるのと比べると，前者の方が問題性が高いように見える。

しかし，40歳代後半で犯罪を始めた者は，その後10年間で犯罪を続けている者が4分の1

に急減するのに対して，20歳代前半で犯罪を始めた者のその後10年間を見ると，30歳代前

半では47．3％とほぼ半数が犯罪を続けており，同じ期間で見た場合の犯罪継続率の減少率

の違いは歴然としている。加えて，20歳代で犯罪を始めた者が，高齢者になってからの65

歳から69歳までの間，犯罪を続けている比率は約1％であるが，20歳代で1犯目を行う者

の数は30歳代以降の各年齢層において1犯目を行う者の数に比べて多いことの影響もあ

り，比率は小さくとも高齢犯罪者としての実人員は多い（2－4－2－1－2図）。
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2－4－2－1－2図　調査対象者の1犯目の年齢層別・犯罪継続率
（1犯目年齢）
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注

20－24歳25－29歳30－34歳35－39歳40－44歳45－49歳50－54歳55－59歳60－64歳65－69歳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（犯罪を継続している年齢）
1　法務総合研究所の調査による。

2　1犯目の年齢層以降犯罪を継続している者全体を100とし，各年齢層時に

犯罪を継続している者の比率である。

3　1犯目裁判時年齢が20歳から64歳までの者を対象とする。

　以上のことからは，単に年齢が若いため長期にわたって再犯をする可能性があるという

ことにとどまらず，20歳代前半の年齢層は，人生の早い時期において既に前科を有するに

至っているという犯罪傾向の強さを表していることがうかがわれる。

　それゆえ，若年犯罪者の再犯防止対策を充実させるためには，後年，中高齢者となった

彼らによる再犯を防止するための対策を事前に講じることが重要である。他方，50歳以上

の中高年の再犯継続率は，2－4－2－1－1図で見たように，若年層に比べて経年によ

る減少率が高いが（10年経過でおおむね4分の1），犯罪を繰り返す者も含まれていること

が分かる。これらの者は，実人員としては少ないものの（2－4－2－1－2図），このよ

うな中高年に1犯目を始めて，それ以降の再犯傾向の強い者については，今後，罪種や本

人の属性・環境との関係で一層の分析を行い，その再犯要因を探究することが，その効果

的対策を考える上で必要と考えられる。

（2）年齢犯罪曲線と多数回再犯者化

　前記の年齢犯罪曲線の減少傾向を見ると，若年時に犯罪を始めた者は，少数ながらも高

齢に至るまで犯罪を続けて再犯者化していることが分かる。そこで，35万人再犯者犯歴（全

期間）を対象として，1犯目の裁判年次別に，どの年齢層の，どの程度の比率の者が10犯

以上の犯罪を繰り返す多数回再犯者化しているのかを分析した。多数回再犯者に着目した

のは，彼らの実数は少なくとも（100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）の0．8％であ

る8，398人），その社会に与える悪影響は甚大だからである（この者たちによる犯歴の件数

は6．4％，10万8，201件。詳細は，本編第2章参照。）。
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　次ぺ一ジ以降の表は，1950年代から1990年代までを，10年単位で区切って，その間に1

犯目を行った者が，その後，基準日までに何回犯罪を行ったのかを分析したものである。

その結果，1950年代から1970年代に20歳代前半（20歳から24歳）の者として1犯目を行っ

た者のおおむね5％（4．6％～4．9％）が多数回再犯者化していることが確認された（2－

4－2－1－3表）。なお，1980年代以降については，多数回再犯者化し得るだけの犯歴を

重ねる時間的余裕の乏しさが，この年代の多数回再犯者の比率の低さにつながっていると

考えられる。

　この実証データを踏まえると，20歳代前半の者の中に含まれる多数回再犯者化予備軍を，

彼らが若いうちに，第3編で紹介するような欧米諸国で用いられている実証的根拠に基づ

く再犯危険性評価基準によって識別し，これらのハイ・リスク群に対して，犯罪者に対す

る各種の処遇資源を集中することが，処遇効果及び費用対効果の両面において，最も合理

的な選択肢であることが分かる。
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2　長い期間から見た再犯の年齢層別分析

　ここでは，1犯目から2犯目以降に進む要因について，高齢犯罪者犯歴（全体）を対象

に，1犯目を行った際の年齢層，1犯目の罪名を基に，再犯時の年齢層及び罪名との関連

を分析しながら，1犯目のどのような罪名ないし罪種の再犯率が高く，どのような点に絞っ

て処遇を行うのが効果的と考えられるのかについて検討を進める。ここで，高齢犯罪者犯

歴（全体）を対象としたのは，同一犯罪者（昭和3年（1928年）から11年（1936年）生ま

れの者）に関しては，すべての犯歴について，ほぼ50年以上追跡可能であり，同一人のラ

イフヒストリーを追いながら再犯のパターン等の分析が可能なので，再犯者化の要因探求

の目的に適合するからである（該当人員は，22万9，089人，犯歴の件数は40万2，252件。）。

（1）年齢と再犯

　年齢が若いほど，一般的な再犯傾向が強いことは，後記の本編第4章第2節4で若年者

について示した。ここでは，何歳くらいまで，その再犯傾向が続くのかを，再犯の最終犯

行時の年齢層別に分析した（2－4－2－2－1図）。その結果，10歳代から30歳代の間に

1犯目を行った者は，初犯者及び再犯者全体の中で，おおむね40歳代まで7％前後の者が

犯罪を続けていることが分かる。

2－4－2－2－1図　1犯目年齢別・最終の犯歴時年齢

1犯目の
年齢

10歳代（10，816）

20歳代（115，042）

30歳代（55，785〉

40歳代（29，896〉

50歳代（12，400）

60歳以上（5，150）

O 20 40 60 80

（％〉

100

3．2

48．3　　　　　　　　　　　　　　　　　23．0　　　　　　　　　●　　6．9

1……b

3．5

59．2 15・6　薗・ii

・1＆5幽

　　　5．4

76．8

85・8　　　　6・8iii

無
92．4

95．3

1．9

1．7

1．6

2．0

3．2

4．7

　最終犯歴時年齢　□再犯なし■10歳代四20歳代■30歳代

　　　　　　　　團40歳代□50歳代■60歳以上

注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　1928年～1936年出生者を対象とする。
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　そこで，再犯者の中で，どのくらいの比率の者が，20年以上犯罪を続けて再犯者化して

いるのか（以下，「再犯者化群」という。）を見ると，再犯者全体としては，20．0％の者が

それに該当することが分かる（2－4－2－2－2図）。年齢層別に更に分析を進めると，

20歳代の22．6％，30歳代の15．9％，40歳代の8．8％が20年以上犯罪を続けている（2－4－

2－2－3表）。

2－4－2－2－2図　1犯目年齢から最終犯歴時年齢までの年数

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　1928年～1936年出生者を対象とする。

　　　1犯目裁判時年齢が10歳代の者を除く。
　　　「5年未満」等の区分は，1犯目から最終の犯歴までの年数である。例えば，

　　1犯目が20歳で「5年未満」の者は，最終の犯歴が24歳以下のものであり，

　　それ以後（少なくとも69歳まで）犯歴がないことを示す。

　　5　1犯目の裁判時年齢が60歳以上のものは，「20年以上」の犯歴は計上できな

　　い。

2－4－2－2－3表　1犯目裁判時年齢層別・最終犯歴時年齢までの年数

1犯目の年齢層
区分

総数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

総 数 218，273 ［100，0］ 115，042 ［100．0］ 55，785 ［100．0］ 29，896 ［100．0］ 12，400 ［100．Ol 5，150 ［100．0］

再 犯　　な し152，917 ［70．1］ 68，063 ［59，2］ 42，841 ［76．8］ 25，646 ［85．8］ 11，459 ［92．4］ 4，908 ［95．3］

再 犯　あ り 65，356 ［29．9］ 46，979 ［40．8］ 12，944 ［23．2］ 4，250 ［14．2］ 941 ［7．6］ 242 ［4．7］

（最終犯歴までの年数）

5年未満 21，924 （33．5） 15，018 （32．0） 4，471 （34．5） 1，784 （42．0） 476 （50．6） 175 （72．3）

5年以上 14，190 （21．7） 9，947 （21．2） 2，839 （21．9） 1，124 （26．4） 222 （23．6） 58 （24．0）

10年以上 9，311 （14．2） 6，489 （13．8） 2，032 （15．7） 654 （15．4） 128 （13．6） 8 （3．3）

15年以上 6，838 （10．5） 4，888 （10．4） 1，543 （1L9） 314 （7．4） 92 （9，8） 1 （0．4）

20年以上 13，093 （20．0） 10，637 （22，6） 2，059 （15，9） 374 （8，8） 23 （2．4）

一

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　1928年～1936年出生者を対象とする。

　　　1犯目裁判時年齢が10歳代の者を除く。

　　「5年未満」等の区分は，1犯目から最終の犯歴までの年数である。例えば，1犯目が20歳で「5年未満」の者は，最終の犯歴が24歳

　　以下のものであり，それ以後（少なくとも69歳まで）犯歴がないことを示す。

　5　［1は「総数」，（）は「再犯あり」に対する構成比である。
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　次に，再犯者化群（20％）と非再犯者化群（80％）との間で，どのような違いが見られ

るかについて，両者を総犯歴数別に比較した（2－4－2－2－4図）。その結果，再犯者

化群では，4犯目以降に進む者が全体の56．1％を占め，総じて総犯歴数の多い者が多数を

占めている。これを年齢層別に見ると，20歳代では60．2％，30歳代では40．3％，40歳代で

は30．5％，50歳代では17．3％が4犯目以降に進んでおり，若いときに1犯目を始めた者の

再犯者化率が高い。

2－4－2－2－4図

非再犯者化群
（52，263）

再犯者化群
（13，093）

0

再犯者化群と非再犯者化群の最終犯歴までの年数別・総犯歴数別
人員構成比

　10　　20　　30 40 50　　60 70

　　1．5
2．6

58．1 21．4　　灘9．44．8

　　　12．0

4．5

　36

25．6
18．3欝攣灘9．97．36．・。：

　　　　（％）

80　　90　　100

　　　　0．9
　　　　0．5
　　　　　0．9

口2犯回3犯圏4犯皿］5犯■6犯ロ7犯團8犯園9犯國10犯以上

注 法務総合研究所の調査による。

1928年～1936年出生者を対象とする。

　1犯目裁判時年齢が10歳代の者を除く。

「非再犯者化群」は，1犯目から最終の犯歴までの年数が20年未満の者，

「再犯者化群」は，同年数が20年以上の者である。

　さらに，再犯者化群と非再犯者化群を罪名別・犯歴件数構成比で比較すると（2－4－

2－2－5図），再犯者化群では，多い順に，傷害・暴行，窃盗，詐欺，覚せい剤取締法違

反が見られるのに対して，非再犯者化群では，傷害・暴行，窃盗，賭博・富くじ，風営適

正化法，売春防止法及び詐欺となっている。両者を同じ罪名で比較すると，再犯者化群は，

窃盗，詐欺，覚せい剤取締法違反を犯す者が，それぞれ非再犯者化群よりも多く，この差

異は，統計的に有意であった（p＜．01）。
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2－4－2－2－5図

非再犯者化群
（151，569f牛）

再犯者化群と非再犯者化群の最終犯歴までの罪名別・犯歴件数構

成比

　　　　　　　　　　売春防止法
　　　　　　　　　　　3・1覚せい剤

　　　　　　　繍1↓撫

傷害・暴行
　28．8 鱗 ㌔雅

再犯者化群　　　傷害・暴行　　　　　窃盗　　　　　　　　　1　　　　その他
（68，771f牛）　　　　　　　24．8　　　　　　　　　　22．0　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　35．2

　　　　　　　　　辮一鷲難
　　　　　　　　　　　正化法売春防止法　取締法
　　　　　　　　　　　0．9　　　 1．3　　　　4．2

注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　1928年～1936年出生者を対象とする。

　3　1犯目裁判時年齢が10歳代の者を除く。

　4　「非再犯者化群」は，1犯目から最終の犯歴までの年数が20年未満

　　の者，「再犯者化群」は，同年数が20年以上の者である。

　5　それぞれの最終犯歴までの年数区分の対象者が有する犯歴を合
　　算したもの（件数）である。

（2）年齢層別に見た1犯目の罪名と再犯

　次に，1犯目のどのような罪名ないし罪種の再犯率が高く，どのような点に絞って処遇

を行うのが効果的と考えられるのかについて検討の手かがりを得るため，再犯者に関して，

年齢層別・罪名別に分析した。

　罪名別の分析に入る前に，1犯目の年齢層別に，総犯歴数の傾向の違いを比較すると，

35万人再犯者犯歴（全期間）を対象として行った年齢層別の再犯者化傾向の分析（2－4－

2－1－3表，第2編第4章第2節1）と同様の傾向が確認された（2－4－2・一2－6

表）。すなわち，20歳代の再犯者化率が最も高く，加齢とともに4犯目以降に進む者の比率

は大きく減少していた（なお，2－4－2－1－3表では，各年齢層を5歳刻みで分析し

ているので，2－4－2－2－6表よりも各総犯歴数別の該当人員比率が高くなる。）。
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2－4－2－2－6表　再犯者の1犯目の年齢層別
　　　　　　　　　・総犯歴数別構成比

1犯目の裁判時年齢層
総犯歴数

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

総　　　　数 46，979 12，944 4，250 941

2　　　　犯 47．0 60．7 68．1 76．3

3　　　　犯 21．3 19．7 18．9 14．0

4　　　　犯 11．1 7．9 6．1 4．3

5　　　　犯 6．6 4．3 2．9 2．4

6　　　　犯 4．1 2．5 1．6 2．1

7　　　　犯 2．8 1．7 0．8 0．2

8　　　　犯 1．9 1．0 0．6 0．3

9　　　　犯 1．3 0．7 0．5 0．2

10犯以上 3．8 1．6 0．6 0．1

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　1928年～1936年出生者を対象とする。

　　　1犯目裁判時年齢が10歳代の者，60歳以上の者を除く。

　以下では，1犯目の年齢層別に，1犯目の罪名とその後の罪名との関係について，①す

べての犯歴が同じ罪名の者の比率（以下「完全一致率」という。2－4－2－2－7表）

及び②1犯目の罪名と最終犯行時の罪名との一致率（以下「前後一致率」という。2－4－

2－2－8表）を分析し，さらに③罪名別犯歴の件数について検討した（2－4－2－2－

9図，2－4－2－2－10表）。

①20歳代
　完全一致率では，傷害・暴行（13．1％）及び窃盗（8．9％）が，他の罪名に比べ際だって

高い。他方，1犯目の罪名が傷害・暴行である者（15，545人）の者の前後一致率は51．4％

と高く，続いて，1犯目が公務執行妨害（83人）の47．0％，暴力行為等処罰法違反（372人）

の44．4％，器物損壊（240人）の43．3％，殺人（199人）の42．7％が，それぞれ，最終犯行

時の罪名が傷害・暴行となっていた。このように，傷害・暴行は，完全一致率及び前後一

致率ともに高く，前後一致率に関しては，粗暴犯の一致率がおしなべて高いことから，1

犯目が粗暴犯である若年者には，粗暴傾向を維持したまま，犯罪を重ねている者が含まれ

ていると考えられる。

　完全一致率で特色が見られた窃盗について，1犯目が窃盗（12，750人）である者の前後

一致率を見ると42．7％と高いが，窃盗以外の罪名については，傷害・暴行の場合のその他

の粗暴犯との関係のような特徴のある関連性が認められる犯罪はなかった。

　1犯目が覚せい剤取締法違反（1，386人）の前後一致率は23．0％と低く，その他の最終犯

行罪名についても，特別の傾向は見られなかった。

　罪名別犯歴の件数を見ると，2回以上同じ犯罪を反復した者については，傷害・暴行
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（14，204人，30．2％）及び窃盗（9，507人，20．2％）が群を抜いて多く，覚せい剤取締法違

反についても，ある程度の者が反復していた（1，092人，2．3％）。

　20歳代の者の再犯傾向の強さ及び再犯者化率の高さを前提とすると，20歳代で傷害・暴

行又は窃盗を行った者については，同種再犯対策をより積極的に検討する必要があり，覚

せい剤取締法違反についても，前後一致率は低いものの絶対数が相当i数見られることから，

専門的な薬物乱用防止策の対象とすることによる費用対効果は高いと考えられる。

②30歳代
　完全一致率では，傷害・暴行が他の罪名に比べて高い（8．3％）点は，20歳代と同様の傾

向であるが，それに続くのは風営適正化法違反であり，窃盗は，賭博・富くじとほぼ同じ

で，20歳代のような顕著な特徴は見られなかった。

　他方，1犯目が傷害・暴行の者（2，932人）の前後一致率は42．4％である。30歳代の場合，

比率だけで見ると，1犯目が器物損壊（53人）の者で，傷害・暴行で終わっている者が43．4％

と最高の比率となっているが，実数は少ない。続いて，1犯目が脅迫（75人）の36．0％，

殺人（28人）の35．7％の最終犯行罪名が傷害・暴行となっており，20歳代と同様，1犯目

が傷害・暴行の者は，粗暴傾向を維持していることがうかがわれる。

　窃盗の前後一致率は，1犯目の罪名が窃盗である者（989人）の52．0％であるが，こちら

についても，20歳代と同様，それ以外の罪名については，特段の関連性が認められる犯罪

はなかった。

　他方，実数は少ないものの，1犯目の罪名が覚せい剤取締法違反の者（62人）の前後一

致率は64．5％で，薬物依存傾向の根深さを示唆する結果となっている。

　罪名別犯歴の件数を見ると，2回以上同じ犯罪を反復した者については，傷害・暴行

（13．4％）及び窃盗（6．0％）と多いほか，20歳代と異なって風営適正化法違反及び賭博・

富くじも多い。

　30歳代では，20歳代と同様，体力を要する粗暴犯傾向を，後年にわたり維持する傾向の

ある者が見られるほか，窃盗についても，同種再犯傾向のある者が一定程度含まれている

ことを示唆する結果となっている。

③40歳代
　完全一致率については，風営適正化法違反を除けば，窃盗（4．8％），傷害・暴行（3．7％）

となっており，20歳代及び30歳代と異なって，窃盗と傷害・暴行の順位が逆転している。

　窃盗を1犯目とする者（336人）の前後一致率は69．3％と，20歳代及び30歳代に比べて，

その比率が高くなっている。

　また，1犯目の罪名が覚せい剤取締法違反の者（165人）の前後一致率は80．6％で，30歳

代よりも更に薬物依存傾向の強さを示していると考えられる。

　他方，傷害・暴行を1犯目とする者（480人）の前後一致率は下がって37．3％である。40

歳代では，窃盗及び覚せい剤取締法違反が，反復性のある罪名として現れ，特に後者が特
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徴的となっている。

　罪名別犯歴の件数では，2回以上同じ犯罪を反復した者について，賭博・富くじ及び風

営適正化法違反を除けば，多い順に，窃盗（7．0％），傷害・暴行（5．6％），覚せい剤取締

法違反（4．5％）となって，窃盗と傷害・暴行の順位が30歳代までと逆転しているほか，覚

せい剤取締法違反を反復した者の比率が上昇している。

④50歳代
　完全一致率については，窃盗（10．4％）が他の罪名に比べて際だって高く，風営適正化

法違反を除けば，それに，覚せい剤取締法違反（2．9％），賭博・富くじ，詐欺，傷害・暴

行が続いている。

　窃盗を1犯目とする者（129人）の前後一致率は81．4％，覚せい剤取締法違反を1犯目と

する者（33人）の前後一致率は84．8％で，それぞれ極めて高率となっている。

　罪名別犯歴の件数では，2回以上同じ犯罪を反復した者について，賭博・富くじ及び風

営適正化法違反を除けば，多い順に，窃盗（13．4％），覚せい剤取締法違反（3．5％），詐欺

（3．3％），傷害・暴行（2．6％），となって，窃盗の占める比重が，他の年代に比べてかなり

大きくなっていること，覚せい剤取締法違反を反復した者の比率が上昇している。

2－4－2－2－7表　1犯目の年齢層別・全ての犯歴が
　　　　　　　　　同じ罪名の者の比率（完全一致率）

犯歴中の罪名
1犯目の年齢層

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

総数 46，979 12，944 4，250 941

殺人 0．0 0．0 0．0 一

強盗 0．0 一 一 一

放火 0．0 0．0 0．1
一

強姦 0．0 0．0
一 一

強制わいせつ 0．0 0．0 0．0
一

公然わいせつ 0．1 0．7 0．8 0．4

窃盗 8．9 3．4 4．8 10．4
住居侵入 0．1 0．1 0．1

一

詐欺 0．4 0．7 1．2 2．2

横領 0．1 0．2 0．1 0．2

傷害・暴行 13．1 8．3 3．7 2．1

暴力行為等処罰法 0．0 0．0 0．0 0．2

銃刀法 0．1 0．2 0．4 0．3

恐喝 0．1 0．0 0．1
一

覚せい剤取締法 0．5 0．2 2．8 2．9

賭博・富くじ 0．4 3．2 3．4 2．6

風営適正化法 0．7 5．7 7．0 3．5

廃棄物処理法 一 0．0 0．4 0．6

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　1928年～1936年出生者を対象とする。
　　　1犯目裁判時年齢が10歳代の者，60歳以上の者を除く。
　　「横領」は，遺失物等横領を含む。
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2－4－2－2－8表

法務総合研究所研究部報告42

1犯目の年齢層別・
（前後一致率）

1犯目の罪名と最終犯歴時罪名の関係

①1犯目の裁判時・20歳代

最終犯時罪名

1犯目の罪名 公務執行

妨害
殺人

傷害・

暴行
脅迫 窃盗 器物損壊

暴力行為

等処罰法

覚せい剤

取締法
その他

1犯目・20歳代総数（46，979） 0．3 0．8 30．9 0．7 17．8 0．6 L9 2．8 44．2

公務執行妨害（83） 1．2
一 47．0 1．2 4．8

一 一
2．4 43．4

殺人（199） 0．5 2．5 42．7 LO 12．1 0．5 2．0
一 38．7

傷害・暴行（15，545） 0．4 LO 51．4 1．1 6．2 0．8 2．9 1．9 34．4

脅迫（293）
一

0．3 40．3 3．4 10．9 1．7 3．4 1．4 38．6

窃盗（12，750） 0．2 0．7 19．9 0．5 42．7 0．5 L3 2．3 3L9

器物損壊（240）
一

2．5 43．3 2．1 8．3 5．4 2．5 2．5 33．3

暴力行為等処罰法（372） 0．8 1．1 44．4 1．1 8．9 0．5 2．4 2．4 38．4

覚せい剤取締法（1，386） 0．1 0．8 26．3 0．4 1L8 0．6 1．4 23．0 35．5

②　1犯目の裁判時・30歳代

最終犯時罪名

1犯目の罪名 公務執行

妨害
殺人

傷害・

暴行
脅迫 窃盗 器物損壊

暴力行為

等処罰法

覚せい剤

取締法
その他

1犯目・30歳代総数（12，944） 0．1 0．5 16．5 0．4 7．1 0．5 1．2 1．9 71．7

公務執行妨害（19）
一 一 21．1 一 一 一 一 一 78．9

殺人（28）
一

7．1 35．7 一 一 一
3．6

一 53．6

傷害・暴行（2，932） 0．3 LO 42．4 1．0 3．8 1．0 2．5 1．5 46．7

脅迫（75）
一 一 36．0 L3 9．3

一
4．0

一 49．3

窃盗（989）
一

0．9 10．2 0．3 52．0 0．4 1．1 1．2 33．9

器物損壊（53）
一

1．9 43．4 3．8 3．8 1．9 5．7 1．9 37．7

暴力行為等処罰法（123） 0．8 2．4 3L7 一
4．1 1．6 1．6 3．3 54．5

覚せい剤取締法（62）
一 一

3．2
一 一 一 一 64．5 32．3

③　1犯目の裁判時・40歳代 ④1犯目の裁判時・50歳代

1犯目の罪名

最終犯時罪名

　　　　　　1犯目の罪名
その他

最終犯時罪名

傷害・

暴行
窃盗

覚せい剤

取締法

傷害・

暴行
窃盗

覚せい剤

取締法
その他

1犯目・40歳代総数（4，250）

傷害・暴行（480）

窃盗（336）

覚せい剤取締法（165）

9．1

37．3

3．3

1．2

8．3

5．2

69．3

1．2

5．4

3．l

L8

80．6

77．2　1犯目・50歳代総数（941）

54．4　傷害・暴行（67）

25．6　窃盗（129）

17．0　覚せい剤取締法（33）

6．5

31．3

3．9

6．1

15．8

9．0

81．4

3．0

3．9

3．0

3．1

84．8

73．8

56．7

11．6

6．1

注 法務総合研究所の調査による。

1928年～1936年出生者を対象とする。

1犯目裁判時年齢が10歳代の者，60歳以上の者を除く。
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2－4－2－2－9図　1犯目の年齢層別・犯歴中各罪名の件数別比率
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注　1
　　2
　　3
　　4
　　5

法務総合研究所の調査による。

1928年～1936年出生者を対象とする。

1犯目裁判時年齢が10歳代の者，60歳以上の者を除く。

該当する年齢層の総数に占める各罪名の犯歴の件数別人員の比率である。

「横領」は，遺失物等横領を含む。
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　　　2－4－2－2－10表　1犯目の年齢層別・犯歴中各罪名の件数別人員
①　1犯目裁判時年齢　20歳代（46，979人）　　②　1犯目裁判時年齢　30歳代（12，944人）

各罪名の

犯歴中の罪名 犯歴あり 1回 2回 3回以上

の者

殺　　　　人 844 814 30
一

強　　　　盗 1，530 1，435 88 7
放　　　　火 273 249 18 6
強　　　　姦 896 836 52 8
強制わいせつ 219 191 16 12

公然わいせつ 288 184 54 50

窃　　　　盗 17，926 8，419 5，178 4，329

住　居　侵　入 1，962 1，709 182 71

詐　　　　欺 3，689 2，707 607 375

横　　　　領 1，693 1，540 138 15

傷害・暴行 25，356 11，152 8，141 6，063

暴力行為等処罰法 2，224 1，966 195 63

銃　　刀　　法 3，536 3，196 295 45

恐　　　　喝 2，731 2，344 298 89

覚せい剤取締法 3，038 1，946 610 482

賭博・富くじ 3，240 2，272 583 385

風営適正化法 1，077 498 290 289

廃棄物処理法 273 257 14 2

③1犯目裁判時年齢40歳代（4，250人）

各罪名の

犯歴中の罪名 犯歴あり 1回 2回 3回以上

の者

殺　　　　人 34 33 1 一

強　　　　盗 22 21
一 1

放　　　　火 32 24 5 3
強　　　　姦 14 14

一 一

強制わいせつ 19 13 4 2
公然わいせっ 72 32 28 12

窃　　　　盗 489 190 157 142

住　居　侵　入 75 59 15 1
詐　　　　欺 278 184 71 23

横　　　　領 81 73 6 2
傷害・暴行 741 504 195 42

暴力行為等処罰法 89 85 3 1
銃　　刀　　法 222 193 24 5
恐　　　　喝 66 58 8 一

覚せい剤取締法 280 90 109 81

賭博・富くじ 469 263 143 63

風営適正化法 444 97 229 118

廃棄物処理法 116 93 18 5

各罪名の

犯歴中の罪名 犯歴あり 1回 2回 3回以上

の者

殺　　　　人 115 112 3 一

強　　　　盗 77 74 3 一

放　　　　火 60 56 3 1
強　　　　姦 81 76 5 一

強制わいせつ 55 46 7 2
公然わいせつ 209 97 51 61

窃　　　　盗 1，537 764 435 338

住　居　侵　入 349 280 50 19

詐　　　　欺 793 563 143 87

横　　　　領 314 286 26 2
傷害・暴行 4，170 2，436 1，311 423

暴力行為等処罰法 367 352 14 1
銃　　刀　　法 823 735 81 7
恐　　　　　喝 252 231 15 6
覚せい剤取締法 338 175 85 78

賭博・富くじ 1，608 881 461 266

風営適正化法 1，270 358 546 366

廃棄物処理法 152 141 10 1

④1犯目裁判時年齢50歳代（941人〉

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　1928年～1936年出生者を対象とする。

　　　1犯目裁判時年齢が10歳代の者，60歳以上の者を除く。

　　「横領」は，遺失物等横領を含む。

各罪名の

犯歴中の罪名 犯歴あり 1回 2回 3回以上

の者

殺　　　　人 12 11 1 一

強　　　　盗 5 4 1 一

放　　　　火 7 5 2 一

強　　　　姦 一 一 一 一

強制わいせつ 2 1 1 一

公然わいせつ 13 6 3 4
窃　　　　盗 178 52 84 42

住　居　侵　入 11 11
一 一

詐　　　　欺 75 44 16 15

横　　　　領 16 14 2 一

傷害・暴行 111 87 21 3
暴力行為等処罰法 16 14 2 一

銃　　刀　　法 41 38 2 1
恐　　　　　喝 9 8 1 一

覚せい剤取締法 42 9 24 9
賭博・富くじ 50 22 21 7
風営適正化法 50 10 33 7
廃棄物処理法 34 27 7 一
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（3）小括
　以上をまとめると，①再犯者化は，1犯目の年齢が若いほど高く，②再犯者化群では，

窃盗，詐欺及び覚せい剤取締法違反を犯す者が，統計的に有意な差をもって，それぞれ非

再犯者化群よりも多いこと，③20歳代及び30歳代で傷害・暴行を犯した者は，後年の再犯

においても粗暴傾向を維持していること，④一部ではあるが20歳代及び30歳代であっても

窃盗を反復する者がみられること，⑤40歳代及び50歳代では，窃盗及び覚せい剤取締法違

反の反復傾向が高まることが分かる。

　したがって，罪種別の再犯者化防止対策としては，窃盗，詐欺及び覚せい剤取締法違反

を犯した者に重点を置くこと，年齢層別・罪種別の再犯防止対策としては，20歳代及び30

歳代では，粗暴犯対策及び窃盗対策を，40歳代及び50歳代では，窃盗対策及び薬物乱用対

策に重点を置くことが示唆される。ただし，等しく窃盗であっても，20歳代及び30歳代に

窃盗を始めた者と40歳代及び50歳代で窃盗を始めた者とでは，窃盗の態様や動機などが異

なることが推測されるので，今後，それらの点についての分析を併せて行い，年齢層別に

適合した窃盗対策を考える必要があると思われる。
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3　裁判時少年

導入

　ここでは，少年時（16歳～19歳）に刑事裁判で有罪判決を受けた者（以下「裁判時少年」

という。）について，その後の再犯状況の実態について特徴を見る。裁判時少年は，家庭裁

判所から，刑事処分相当として事件の送致を受けたものを対象としており，その後の再犯

状況には深刻なものがあるであろうことは容易に想像がつく。しかし，それらの深刻さは，

データの上でどのように示されるのであろうか。また，罪種や再犯期間などに，どのよう

な特徴が見られるのであろうか。以下，主に刑事裁判で有罪判決を受けた時，成人であっ

た者の再犯状況との比較の上で見ていきたい。

　対象は，昭和40年以降，平成18年9月30日までに，有罪判決を受けた3，561人である。期

間選定に当たっては，戦後の少年刑法犯検挙人員の推移を眺め，第二次世界大戦後の戦後

混乱期は，社会的秩序の乱れ，経済的困窮，家族の崩壊などによって非行に至った者が少

なくなく，犯罪の性質が特殊であることから，それらの影響が最小限になること等を考慮

し，昭和39年の23万8，830人をピークとする，いわゆる「第二の波」のピークを超えた40年

以降とした。

再犯状況の実態

　2－4－2－3－1図は，裁判時少年の年齢別構成比である。

　19歳が2，525人（70．9％），18歳が776人（21．8％）であり，併せて92．7％と全体の構成比

の9割以上を占めた。これは，裁判時少年の対象が，保護不能または保護不適のために検

察官送致となった事案である特徴による。

2－4－2－3－1図 裁判時少年の年齢別構成比
16歳
0．8

17歳
6．5

18歳

21．8

総数
3，561人

19歳

70．9

注　法務総合研究所の調査による。
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2－4－2－3－2図　裁判時少年の1犯目の罪名別構成比

その他

21。9

暴力行為等
処罰法2．5一レ　　　　　　　　総数

暴行2．6　　　　　　　　3，561人

覚せい剤一一レ
取締法3．1

　　　　ヂ
　　　恐喝3・2　　　　強盗　　　強姦

　　　　　　　　　　13．5　　　　　　　　6．7　　　毒劇法3．5

　　　　　殺人3．9
注　法務総合研究所の調査による。

傷害

22．7

窃盗

16。5

　次に，！犯目に犯した罪名別に構成比を見たのが2－4－2－3－2図である。

　1犯目に犯した罪名別の構成比は，傷害が22．7％，窃盗が16．5％，強姦が13．5％の順で，

その割合が高かった。

　全体の傾向と比べると（2－1－1図参照），傷害と窃盗の占める割合が高い点について

は共通しているが，全体の傾向が，傷害・窃盗に次いで，暴行，覚せい剤取締法違反と続

くのに対し，裁判時少年については，強姦，強盗，殺人の占める比率が高かった。

　参考までに，少年について通常第一審における罪名別有罪人員（平成19年）を見ると，

道路交通法違反や自動車運転過失致死傷・業過を除いた総数中，罪名別に全体に占める構

成比の高いものは，傷害が30．0％，窃盗が15．0％，強盗が13．8％の順であり，殺人は7．5％，

強姦は8．8％であった（司法統計年報による。）。裁判時少年の場合，保護不能または保護不

適のために検察官送致となった事案である性格上，凶悪・悪質な犯罪の比率が比較的高く

なると考えられる。

　2－4－2－3－3図は，裁判時少年について，総犯歴数別の人員及び犯歴の件数』の構

成比を示したものである。

2－4－2－3－3図　裁判時少年の総犯歴数別人員・犯歴の件数構成比
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注　法務総合研究所の調査による。
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　総犯歴数別人員の構成比を見ると，初犯者が40．O％を占める一方，60％の者が再犯に及

んでいる。全体の場合（2－2－1図参照）と比べてみると，再犯者と初犯者の全体に占

める割合が逆転している。つまり，裁判時少年の場合，再犯者の割合が顕著に高いこと，

また，2犯の占める割合の差は，それほど大きくないにもかかわらず，3犯が11．9％，4

犯が8．1％，5犯が5．1％と，総犯歴数が多い者の占める割合が相当高くなっていることが

分かる。

　総犯歴数の合計は，11，289件である。全体の場合（2－2－1図参照），一人当たりの総

犯歴数の平均が約1．7件であるのと比べると，裁判時少年の同平均は，一人当たり約3．2件

と約2倍近い。また，総犯歴数別の構成比を見ても，裁判時少年の場合，初犯者による犯

歴の件数構成比は，12．6％で，再犯者による犯歴の件数が，8割以上を占める。それも，

5犯以上の再犯者による犯歴が半数以上を占めている。言い換えると，裁判時少年の場合，

約6割の再犯者によって，約9割の元裁判時少年による犯罪がなされており，わずか約2

割の5犯以上の再犯者により，過半数近くの元少年による犯罪被害をもたらしている。

　したがって，裁判時少年については，全体と比して，際立った再犯傾向が示されている

といえよう。

　次に，1犯目に犯した主な罪名別に，その後の再犯の有無についてみたのが2－4－2－

3－4図である。

　成人同様，再犯のある者については，同種再犯がある者と，1犯目とは異なる罪名の再

犯しかない者とを分けて，それぞれの比率を見ることとする。

　再犯に及んだ者の比率が最も高かったのは，1犯目の罪名が窃盗の者であり，81．1％と

顕著に高い結果が示されている。次いで，覚せい剤取締法違反の者が76．6％，強盗（事後

強盗，強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。以下，本項において同じ。）の者が

68．4％，傷害・暴行（傷害致死を含む。）の者が65．7％であった。また，同種再犯に及んだ

者の比率を見ると，窃盗，覚せい剤取締法違反の者が高く，強盗，殺人，強姦（強姦致死

傷を含む。）の者は低い。これらは，成人について70万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）

を罪名別で分析することによって得た結果とおおむね同じ傾向であり（2－4－1－1図

参照），裁判時少年の場合にも，同様の特徴が当てはまるといえる。すなわち，1犯目が窃

盗，覚せい剤取締法違反の者は，他の罪名に比して，再犯，それも同じ罪名の犯罪を繰り

返す傾向があり，これに対して，強盗，強姦，殺人の者は，同種再犯率が，他の罪名に比

して相当低い。

　ただし，再犯率については，裁判時少年が，成人の場合に比して相当上回っていること

に注意する必要がある。成人の場合，1犯目の犯罪が窃盗の者の再犯率が44．7％であるの

に対し，裁判時少年の場合には，81．1％と顕著に高く，また同様に，覚せい剤取締法違反

の者は，成人の再犯率が41．6％であるのに対して，裁判時少年は76．6％，強盗の者の再犯

率は，成人が32．2％に対して裁判時少年は68．4％，傷害・暴行の者は，成人が33．3％に対
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2－4－2－3－4図　裁判時少年の1犯目の罪名別・再犯の有無別構成比
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法務総合研究所の調査による。

1犯目から10犯目までの犯歴により分類した。

「強盗」は，事後強盗，強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。

（〉内は，実人員である。

して裁判時少年は65．7％と，おおむね2倍近い。殺人の者は，成人が16．7％に対して裁判

時少年が49．6％と約3倍であり，いずれも高い再犯率を示している。

　さらに，1犯目の罪名別に再犯状況に特徴があるのかどうかを見るため，総犯歴数別に

構成比を見たのが2－4－2－3－5図である。

　5犯以上犯歴を重ねている者について見ると，窃盗の者が38．1％，覚せい剤取締法違反

の者が28．8％，強盗の者が31．6％，傷害・暴行の者が27．0％であった。一方，殺人の者は

14．4％，強姦の者は11．0％であり，他の罪名の者と比較すると，再犯傾向は高くはない。

ただし，そもそも半数以上の者が再犯に至ることを考えると，裁判時少年においては，一

般的な犯罪性の強さについて，決して軽視できるものではない。

　1犯目と2犯目までの再犯期間，及びそれらについて1犯目の罪名別に見たのが2－

4－2－3－6図である。

　裁判時少年のうち再犯があった者について，1犯目から2犯目までの再犯期間を見ると，

全体では，半年以内が10．9％，1年以内が27．5％であり，約5割が2年以内に再犯してい

る。他の年齢層の再犯期間と比べると（2－4－4－1図参照），年齢的に近接している，
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2－4－2－3－5図　裁判時少年の1犯目の罪名別・総犯歴数別構成比
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注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　「強盗」は，事後強盗，強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。

　3　（）内は，実人員である。

2－4－2－3－6図　裁判時少年の1犯目の罪名別・再犯期間別構成比
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20歳前半の2年以内の再犯率が約47％であるのとおおむね同様の傾向である。

　次に，1犯目の罪名別に2犯目（罪名は問わない）までの再犯期間を見ると，窃盗の者

については，半年以内が18．5％，1年以内が44．6％，2年以内が約7割，再犯に至ってい

る。覚せい剤取締法違反の者については，半年以内が11．8％，1年以内が28．2％，2年以

内では約6割が再犯に至っている。1犯目の罪名が，窃盗と覚せい剤取締法違反の者につ
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いては，成人同様（2－4－4－2図参照），再犯期間が他の罪名に比べて短い。また，1

犯目の罪名が，強姦，殺人の者については，2年以内の再犯率が，強姦の者が35．0％，殺

人の者が23．2％と，成人同様，他の罪名に比べて再犯期間は長いといえよう。ただし，強

姦については成人の場合と比べると再犯期間は若干短めである。

　さてここで，裁判時少年であった者が，少年保護事件全体の中で，どのような位置付け

にあるかについて確認する。業過等事件を除く一般保護事件終局処理人員の主な処理区分

別構成比の推移を見たのが2－4－2－3－7図である。

2－4－2－3－7図
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注 司法統計年報による。

各比率は，終局処理人員（簡易送致を含む。）に占める比率である。

「業過等事件」とは，自動車運転過失致死傷・業過及び危険運転致死傷

に係る少年保護事件をいう。

　業過等事件（自動車運転過失致死傷・業過及び危険運転致死傷に係る少年保護事件をい

う。）を除く一般保護事件について，終局処理人員の比率を見ると，終局決定が刑事処分相

当として検察官送致されたのは，平成19年ではO．3％にすぎず，この傾向はここ最近安定し

ている。つまり，少年事件の大部分は，家庭裁判所における少年保護事件として終結する

ことカご分かる。

　さらに，少年時に刑事裁判で有罪判決を受けた者の非行傾向を知るため，家庭裁判所の

終局決定が検察官送致であった者の中で，過去に処分歴のあった者（自動車運転過失致死

傷・業過及び危険運転致死傷を除く。）の比率を見ると平成15年から19年までの最近5年間

を見ても72．8％から74．6％を占めていた（司法統計年報による。）。

　次に，裁判時少年の量刑と再犯の関係について見る。
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2－4－2－3－8図　裁判時少年の犯歴回数別量刑別構成比
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注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，実人員である。

　2－4－2－3－8図は，犯歴数別に量刑の構成比を見たものである（不定期刑につい

ては長期）。ここからは，犯歴を重ねるほど執行猶予率が下がり，量刑が重くなっていく傾

向があることが分かる。ただし，1犯目の量刑の構成比については，懲役・禁鋼の割合が

32．3％と顕著に高い。成人の場合には（2－4－3－1図参照），1犯目の量刑は，執行猶

予（26．7％）と罰金（66．7％）で9割以上を占め，懲役・禁鋼を併せた実刑の比率は，全

体の約5％に過ぎないことを考えるとかなり特殊である。これについても，裁判時少年の

場合，犯罪自体の内容が重大，または非常に悪質なために，量刑が重くなっているという

ことが推測される。2犯目以降の量刑についても，1犯目ほど顕著な偏りはなくなってい

るが，全体の量刑は重い傾向にあり，成人の犯歴でいうと，3犯目から4犯目に近いもの

と言えなくもない。

　また，各犯歴数欄に，括弧書で示してある実員数を見ると，成人の場合，1犯目から，

科刑によって当該犯歴回数に係る実人員は激減していき，1犯目（712，893件）から2犯目

（206，238件）には，約7割，3犯目（99，702件）では，2犯目の約5割の者に再犯が見ら

れなくなっているのに対し，裁判時少年の場合には，2犯目（2，137件）約4割，3犯目（1，512

件）では約3割に満たない者に再犯が見られなくなっているにすぎない。ここから，裁判

時少年は，成人に比して，より重い刑罰に付されているにもかかわらず，犯罪を繰り返す

者が相当数存在することが分かる。なお，参考までに，裁判時少年について，1犯目の執

行猶予の内訳を見ると，半数以上が保護観察付執行猶予に付されていた。

　次に，裁判時少年で，1犯目に窃盗に至り，その後も，窃盗のみを繰り返し再犯した者

について，量刑を見たのが，2－4－2－3－9図である。
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2－4－2－3－9図
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注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，実人員である。

　図の中で，量刑の2～3犯目というのは，2犯目及び3犯目の人員を併せている。1犯

目で見ると，窃盗のみを繰り返した裁判時少年の半数ほどが，懲役・禁銅に付されている。

成人の場合には，懲役・禁鋼に付される者が約1割程度であることと比較すると，ここで

も，成人に比して量刑が重く，犯罪が悪質であることが見てとれる。

　次に，犯歴回数別に再犯期間に特徴があるかを見たのが2－4－2－3－10図である。
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注 法務総合研究所の調査による。

（）内は，実人員である。
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　ここで，2犯目（2，137件）から3犯目（1，512件）と，大幅に実数が減っていることか

らは，量刑が重くなることによる抑止効果であることが考えられるものの，一方，犯歴を

重ねるごとに再犯期間が短くなっていることからは，刑を受けながらも再犯期間を短くし

つつ犯歴を重ねる者が一定数存在することも推測できる。特に，成人に比して量刑が重い

にもかかわらず，実数の減少の割合が格段に少ないことからは，①犯罪全体について，10

犯目までに至る時間的経過及び年齢犯罪曲線を念頭に置くと，裁判時少年の場合，自然減

の作用が成人よりも少ないこと，②犯罪性が成人に比して相当進んでいること等が考えら

れよう。

小括
　以上のように，裁判時少年は，それまでにも非行を行い，保護処分によって指導を繰り

返し受けながら更生できずにいるか，あるいは犯罪自体が悪質重大であるなど，いずれに

しても犯罪・非行がかなり進んでいる場合が多いことは，その後の再犯状況から見ても明

白であることが判明した。すなわち，少年時に刑事裁判で有罪判決を受けた者は，刑事処

分相当とされた特殊な対象者であり，その後の再犯率や事件への寄与率が極めて高く，刑

事処分によってもなかなか改善が難しい。裁判時少年の場合は，「初回の前科者」とは言っ

ても，その性質は極めて高い累犯的性質を持つものが多く，そうした特徴を踏まえた上で

の処遇をしていく必要がある。

　裁判時少年は，他の年齢層に比して再犯率，同種再犯率が高く，再犯期間は短い傾向が

あることから，刑事施設から出所させる際には，特に，出所後の半年から1年以内に重点

的な働きかけが重要となろう。

　また，裁判時少年について，成人同様，またそれ以上に，窃盗及び覚せい剤取締法違反

の者が繰り返し同種再犯に至る可能性が高いことに留意し，罪名の特徴に応じた対策が効

果的である。一方で，殺人や強姦については，裁判時少年の場合，他の犯罪に比して再犯

率は低いものの，成人に比べれば再犯率が高いことから，一般的な犯罪性を有している者

が多数であることに留意して，再犯対策を検討していく必要があろう。
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4　若年者

　日本における少子高齢化の影響を受けて，20歳代の人口は平成9年以降減少を続けてい

る。しかし，1犯目の裁判時に若年者であった者の当該年齢層人口10万人当たりの比率（犯

罪率）は，4年に過去30年間で最低となって以降ほぼ一貰して上昇を続けている。その結

果，17年には，20歳代前半が昭和62年（1987年）の水準に，20歳代後半が59年（1984年）

の水準に，それぞれ戻った（2－4－2－4－1図）。

2－4－2－4－1図
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法務総合研究所の調査及び総務省統計局の人口資料による。

人口比は，当該裁判年における当該年齢層人口10万人当たりの人貝の

比率をいう。

　「若年者」とは，20歳代の者をいう。

　年齢犯罪曲線に従えば，加齢とともに，新たに犯罪を行う者及び再犯を行う者はいずれ

も減少するはずである。そこで，70万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象として，

年齢層別に，それぞれの年齢層において1犯目を行った者が，2犯目以降を行う比率を検

討したのが2－4－2－4－2図である。これによると，20歳代前半で1犯目を行った者
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の約4割，20歳代後半の者についてもほぼ3割が再犯を行っており，他の年齢層に比べて，

1犯目を行った者が2犯目以降を行う可能性（以下「再犯者化率」という。）が高く，加齢

とともに，再犯者化率は減少しているので，年齢犯罪曲線に沿った結果と言える。

　ちなみに，本節冒頭の総説で述べた35万人再犯者犯歴（全期間）を対象とする分析にお

いては，20歳代前半の犯罪者のうち約5％が10犯目まで行う多数回再犯者化していること，

20歳代後半の犯罪者については，約15％前後が5犯目まで，約2．4％が10犯目まで行う多数

回再犯者化していることが確認されており，これらの年齢層の犯罪傾向の強さを裏付ける

実証的根拠となっている。

　他方，若年者は，平均余命が長く再犯の機会が多いことから，一定期間に累積した犯歴

数において比較すると，年長者よりも若年者に関して再犯者化率が高めに現れうるのでは

ないかとの疑義があり得る。

　そこで，35万人再犯者犯歴（全期間）を対象に，昭和25年（1950年）から平成18年（2006

年）の間（58年間）に累積した犯歴数をもとに，10年ごとに期間を区切って，それぞれの

期間内に1犯目を行った者が，その後，基準日までに何回再犯を行ったかを，初犯時年齢

層別に分析した。具体的には，①1950年代（昭和25年（1950年）～34年（1959年）），②1960

年代（35年（1960年）～44年（1969年）），③1970年代（45年（1970年）～54年（1979年）），

④1980年代（55年（1980年）～平成元年（1989年）），⑤1990年代（2年（1990年）～11年（1999

年））の各10年間に，それぞれ1犯目を行った者が，その後，基準日までに何回再犯をした

かを年齢層別に見た。

　その結果，①～⑤すべての期間を通じて，20歳代前半で1犯目を行った者のほぼ過半数

が3犯目以上に進むことが確認された（①～④については，56．6％～57．6％，⑤について

は，49．3％。ただし，⑤は，1犯後の追跡期問が最短で6年と短いことの影響を受けてい

ると推測される。）。もし，平均余命の長さが再犯者化率に影響するのであれば，①の期間

に若年者として1犯目をした者は，④の期間に若年者として1犯目をした者よりも再犯者

化率が高いはずである。しかし，分析の結果，①～④の期間を通じて，若年者として1犯

目をした者が3犯目以上に進む比率に変化はなかった。これは，平均余命の長さと再犯者

化率に関連性はなく，若くして犯罪を始めた者は，3犯以上の再犯者となる比率が他の年

齢層に比べて高いことを示していると考えられる（①～⑤の期間を通じて，20歳代後半で

3犯目以上に進む者の比率は，20歳代前半と比べておおむね10ポイント低く，以後，年齢

を重ねるごとに，比率は更に低下している。）。

　このように犯罪傾向が強い20歳代の者には，少年時における非行・犯罪傾向が矯正され

ないまま成人に達した者が含まれているのではないかと推測される。少年時における非

行・犯罪は，原則として保護処分の対象となるため，有罪の確定判決の記録を集めた電算

犯歴には登録されていない。そのため，同一人について，少年時から成人以降まで記録上

継続的に追跡調査することはできない。しかし，受刑者については，その少年時の非行・
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2－4－2－4－3図　初入新受刑者の年齢層別・罪名別保護処分歴
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注　　　法務省大臣官房司法法制部の資料による。

　　　「性犯罪」とは，強姦及び強制わいせつをいう。

　　　（）内は，実人員である。

犯罪による保護処分歴を調査しているので，ここで問題となっている20歳代の初入新受刑

者を対象に，法務省大臣官房司法法制部の統計をもとに保護処分歴の有無を罪種別に調査

することは可能である。このような観点から，平成18年の初入新受刑者の保護処分歴の有

無を罪種別に見たのが2－4－2－4－3図である。これによると，特に20歳代前半の者

であって，本編第1章で示した主要な犯罪である窃盗，傷害・暴行，覚せい剤取締法違反

を行って受刑している者の場合，「保護処分歴あり」の比率が高いことが分かる。さらに，

20歳代前半の者のこれら3罪種に関する経年変化（8年から17年）を見ると，保護処分歴

ありの比率は，いずれの罪種も，おおむね30％～50％台の間で推移しており，2－4－2－

4－3図の傾向が変わらずに続いていることが分かる（矯正統計年報による。）。ちなみに，

20歳代後半以降，いずれの罪種においても，「保護処分歴あり」の比率は大幅に低下し，年

齢が高くなるほど，その比率は低くなっている。

　この結果を踏まえると，拘禁刑に処せられるほど犯罪性が進んでいるか，又は重大な犯

罪を行った20歳代前半の者については，少年時の保護処分歴がある者が多いことから，20

歳代前半の犯罪者のうち，後に再犯者化している者の中には，このような者が含まれてい

ることが推測される。

　欧米を中心とする諸外国では，このような観点から，犯罪・非行を行う危険性のある児

童・少年（children，youthatrisk）に関しては，当該対象者の家族を含めた早期介入（early

intervention）の対象とすることにより，犯罪者化及び再犯者化することを予防する施策

（第2次的予防）に重点が置かれている。これは，刑事司法及び国民全体が負担する費用対
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効果の分析から，再犯者化した者に対して，刑事司法制度及び関係機関・団体等が多大の

社会資源を投入して，その再犯を防止する（第3次的予防）よりも，犯罪を繰り返す前段

階で食い止めた方が，結果として費用対効果に優れていることが実証研究によって明らか

にされたことを踏まえている。また，早い段階での犯罪者化の防止は，本人の更生及び社

会への再統合にとっても有利であり，更生した彼らの向社会的活動による社会貢献も期待

できるとされている（詳細は第3編第1章第2節，第2章から第5章の調査対象国におけ

る第2次予防関係の諸施策及び第4編参照）。

　以上をまとめると，①若年者の中で，取り分け20歳代前半に1犯目を行った者は，その

後3犯目以上の犯罪に進む比率が高く，②傷害・暴行，窃盗，覚せい剤取締法違反を行っ

て20歳代前半に刑務所に初めて入った者については，既に少年時の保護処分歴のある者が

多い。それゆえ，①現在これらの年齢層にある者及び②これらの年齢層に1犯目を行った

者（現在は年長者）に対して，強化した再犯防止策が必要であることをこれらのデータは

示している。また，今後実証研究を集積することにより，少年時の保護処分歴のある者の

中で，どのようなリスク要因を抱えた者が成人に達してから再犯者化するのかについて探

求し，それらの者に対する効果的な早期介入の施策を講じることも同時に重要と考えられ

る。
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5　高齢者

（1）はじめに

　年齢犯罪曲線によれば，加齢に伴って犯罪率は低下するが（本編第4章第2節1参照），

日本における最近20年間の高齢犯罪者の傾向はそれと異なり，高齢犯罪者の増加率は，高

齢者人口の増加率を大きく上回っている上（平成20年版犯罪白書7－1－13図），高齢に

なって初めて犯罪をする者も増えている（後記2－4－2－5－7図）。

　ここでは，その要因について，次の二つの犯歴を主として対象としながら高齢犯罪者の

実態について分析する。それらは，①「高齢犯罪者犯歴（全体）」（該当人員は22万9，089人

（以下「調査対象者」という。），犯歴の件数は40万2，252件）及び②「調査対象高齢犯罪者

犯歴」（該当人員は5，115人（調査対象者の中で，裁判確定時65歳以上の犯歴のあった，ほ

ぼ70歳以上の者（以下，「調査対象高齢犯罪者」という。）），犯歴の件数は5，924件）である。

調査対象者を，2005年時点で，ほぼ70歳以上の高齢犯罪者に限定した理由は，65歳にな』っ

てから最低5年間（ほぼ70歳まで），犯歴の追跡期間を設定することが，高齢犯罪者の特質

を研究する上で必要と考えたからである。

（2）調査対象者及び調査対象高齢犯罪者の概要

　全体の傾向として調査対象者に含まれる初犯者と再犯者の比率を見ると，約7対3であ

ることが分かる（2－4－2－5－1図）。この比率は，100万人犯歴についての分析結果

とほぼ同じである（初犯者71．1％，再犯者28．9％，平成19年版犯罪白書222頁）。また，再

犯者について，総犯歴数別に2犯から10犯以上の多数回再犯者までの構成比を見ても，調

査対象者と本編第1章に掲げた100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）との間で大きな

相違はなかった。すなわち，調査対象者のような一部の年代の者を50年以上追跡調査した

犯歴と，年齢を特定しない100万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）とを比較すると，初

犯者と再犯者の比率は，いずれの場合も同様であった。

2－4－2－5－1図　調査対象者の総犯歴数別人員構成比
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注　法務総合研究所の調査による。
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　2－4－2－5－1図は，65歳以上における犯歴のある者だけでなく，若年時，壮年時

に犯罪を行って犯歴を登録され，調査時に高齢者となっていた者を含んでいる（犯罪を行っ

た当時の年齢を問わない。）。そこで，2－4－2－5－1図で示した調査対象者の総犯歴

数の中に，調査対象高齢犯罪者がどの程度含まれているかを見ると，総犯歴数が増えるに

つれて，調査対象高齢犯罪者の比率は高くなっており，10犯以上の者の場合，16。7％の者

が，高齢期に至るまで犯罪を続けていることが分かる（2－4－2－5－2図）。

　2－4－2－5－2図　調査対象者中の総犯歴数別65歳以上の犯歴がある者の比率
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　　　　　　　　注　法務総合研究所の調査による。

　調査対象高齢犯罪者が行った犯罪の罪名別構成比を見ると，多い順に，窃盗，傷害・暴

行，廃棄物処理法違反，詐欺となっている（2－4－2－5－3図）。

2－4－2－5－3図　調査対象高齢犯罪者の罪名別65歳以上の犯歴件数構成比

鱗
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　2　「調査対象高齢犯罪者の犯歴件数」とは，調査対象高

　　齢犯罪者の65歳以上の犯歴を合算したものである。

　3　「横領」は，遺失物等横領を含む。
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（3）高齢犯罪者の罪種別・裁判時の前科の有無別人員の推移等

　ここでは，まず，100万人初犯者・再犯者混合犯歴（20年）を対象に，1987年から2005年

までの問における高齢犯罪者による七つの罪種別人員の推移を見る。最近約20年間の犯歴

を対象としたのは，この期間に，高齢犯罪者が大幅に増加したからである。

　①「財産犯型」とは，窃盗（常習累犯窃盗を含む。），不動産侵奪，詐欺，背任，横領（占

有離脱物横領を含む。）及び盗品等に関する罪を，②「粗暴犯型」とは，傷害，傷害致死，

暴行，凶器準備集合，脅迫，恐喝及び暴力行為等処罰に関する法律違反を，③「凶悪犯型」

とは，殺人，強盗，事後強盗，強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を，④「風俗犯型」とは，

わいせつ文書頒布等，賭博・富くじ，競馬法違反，自転車競技法違反，モーターボート競

走法違反，小型自動車競走法違反，風俗営業法違反及び売春防止法違反を，⑤「性犯罪型」

とは，公然わいせつ，強制わいせつ・同致死傷及び強姦・同致死傷を，⑥「薬物関係型」

とは，あへん煙に関する罪，麻薬特例法違反，覚せい剤取締法違反，麻薬及び向精神薬取

締法違反，あへん法違反，大麻取締法違反及び毒物劇物取締法違反を，⑦「放火犯型」と

は放火，延焼罪及び消火妨害罪を，それぞれ意味する。

　約20年間の特徴を見ると，財産犯型の増加が著しく，粗暴犯型がこれに続いて増加して

いること，その他の罪種の増減はおおむね横ばいであることなどが分かる（2－4－2－

5－4図）。

2－4－2－5－4図　高齢者の裁判の年次別・罪種別件数の推移
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注　法務総合研究所の調査による。

　このうち，上記①～③及び③中の殺人について，1987年から2005年までの各年の人員，

初犯・再犯の内訳の推移を見ると，①財産犯型では，再犯者の割合が一貫して高く，②粗

暴犯型では，初犯者と再犯者が相半ばしているが，③凶悪犯型と殺人においては，初犯者

の割合が高い（2－4－2－5－5図①～④）。
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2－4－2－5－5図高齢者の裁判の年次別．初犯．善犯別件数の推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1987年～2005年）
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　前記の中で，特に増加が著しい高齢者による財産犯型と粗暴犯型について，初犯・再犯

に分けた上，1987年（昭和62年）を100として，2005年（平成17年）までの増加率を見ると，

①財産犯型では，初犯・再犯ともに一貫して高い増加率を示し，かつ，初犯の増加率が，

2004年以降，再犯の増加率を上回って，より急激に増加した。②粗暴犯型では，1999年以

降，初犯の増加率が再犯の増加率を上回って，以後，初犯は極めて高い増加率を示してい

る（2－4－2－5－6図）。財産犯型及び粗暴犯型ともに，高齢者人口の増加率を大きく

上回っている。

2
．
一4－2－5－6図　高齢者の初犯・再犯別件数の推移（1987年を100とした指数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1987年～2005年）
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注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　1987年を100とした指数である。

（4）　1犯目の年齢層から見た調査対象高齢犯罪者の類型

　ここでは，調査対象高齢犯罪者犯歴を対象に，犯罪を始めた年齢である1犯目の年齢層

及び犯罪反復パターンとの組合せから，調査対象高齢犯罪者を幾つかの類型に分けてその

特徴を分析する（2－4－2－5－7図）。

　これによると，高齢に達してから犯罪を行い，かつ，初犯でとどまっている者（以下「高

齢初犯者」という。）は調査対象高齢犯罪者の53．3％と過半数を占めているが，他方，2．6％

の者は再犯を行っている。

　初犯でとどまっている者への対策としては，それまでの長い人生において罪を犯すこと

なく生活し，高齢になって初めて犯罪に走った要因についての分析が必要である。一方で，

これら高齢初犯者に対する処分の内訳を見ると，その71．9％が罰金刑であり，また，公判

請求されても執行猶予に付された者は22．6％であって，いきなり実刑に処せられた者は

5％に満たないことから，犯罪の内容自体は，それほど深刻な状況ではないものが多いと
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2－4－2－5－7図　調査対象高齢犯罪者の犯歴時年齢別構成比
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注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　「高齢初犯」は，65歳以上に1犯目の犯歴があり，総犯歴数が！である者をいう。

　　　「高齢再犯」は，65歳以上に1犯目の犯歴があり，総犯歴数が2以上である者を

　　いう。
　　　「40代以後1犯目」は，40～64歳に1犯目の犯歴があり，65歳以上における犯歴

　　がある者をいう。
　　　「30代1犯目」は，30～39歳に1犯目の犯歴があり，65歳以上における犯歴があ

　　る者をいう。
　　　「若年時1犯目以後中断」は，①29歳までに1犯目の犯歴があり，50～64歳に犯

　　歴がなく，65歳以上における犯歴がある者，又は，②29歳までに1犯目の犯歴が
　　あり，30代及び40代に犯歴がなく，50～64歳及び65歳以上に犯歴がある者をいう。

　　　「若年時1犯目以後継続」は，29歳までに1犯目の犯歴があり，65歳までほぼ継

　　続的に犯歴がある者をいう。

推察される。

　そこで，調査対象高齢犯罪者による犯罪の実態を高齢初犯者（2，726人）について見ると，

まず罪名別では，多い順に，傷害・暴行（315人，lL6％），廃棄物処理法違反（215人，7．9％），

窃盗（160人，5．9％）となっている。これらに対する処分の状況では，傷害の78．4％（182

人），暴行の100％（83人），廃棄物処理法違反の91．6％（197人）の者が，罰金に処せられ

ている。他方，窃盗では9L9％（147人）の者が懲役に処せられ，残りが罰金であったが，

前者のうち97．3％（143人）の者は，懲役の執行が猶予されており，実刑はわずか4人に留

まっている。

　他方，高齢になってから1犯目を行い，以後犯罪を繰り返す者（以下「高齢再犯者」と

いう。）については，特徴的な傾向が見られるので次項（（5〉参照）で更に分析する。

　それから，調査対象高齢犯罪者のうち，高齢に達する以前の犯歴がある者（以下「高齢

累犯者」という。）は44．1％であり，その中に，若年時に1犯目を行って以降，中年から高

齢に達するまでほぼ間断なく犯罪を続けている者が，調査対象高齢犯罪者のうちで9．8％い

る（若年時1犯目以後継続）。そのうちには，多数回再犯者（10犯以上の犯歴のある者〉が

62．9％含まれており，一人で生涯に犯す犯罪の数が多く，罪名を問わず再犯自体をする危
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険性を示す「一般的再犯危険性」が高いと認められる。これらの者に対しては，前記のよ

うに，初犯で終わる過半数の高齢犯罪者と異なり，諸外国にも見られるように，それらの

者の属性や環境等の外的要因分析を行って，特別の再犯防止策を検討する必要がある。

　また，高齢累犯者のうちで，30歳代又は40歳代以後高齢に達するまでに1犯目を行った

者（30代1犯目又は40代以後1犯目）が約半数を占めている。これは，高齢になって初め

て犯罪をした者と同じく，年齢犯罪曲線に見られるような加齢に伴う犯罪率の低下傾向の

流れに逆らって犯罪を始めていると評価することも可能であり（本編第4章第2節1参

照），これらの者については，特に40代以後1犯目の者を中心に，壮年期の生活の崩れなど，

その詳細な分析が重要である。

　そこで，調査対象高齢犯罪者が高齢となる以前に犯した犯罪と高齢になってから犯した

犯罪の「罪名の一致率（同種犯罪の反復傾向）」を，犯歴時年齢別に見ると，窃盗，傷害・

暴行及び詐欺等が高かった。その中で窃盗の罪名の一致率について見ると，「若年時1犯目

以後中断」の者で28．1％，「若年時1犯目以後継続」の者で56．3％，「30代1犯目」の者で

53．8％，「40代以後1犯目」の者で75．0％となっている。特徴的なことは，若年時から一貫

して犯罪を継続してきた者（若年時1犯目以後継続）と壮年期以降に犯罪を始めた者（40

代以後1犯目）に窃盗の反復傾向が見られ，特にそれは後者において顕著である。また，

傷害・暴行における罪名の一致率では，「若年時1犯目以後中断」の者で25．0％，「若年時

1犯目以後継続」の者で22．0％，「30代1犯目」の者で27．3％，「40代以後1犯目」の者で

30．0％となっており，窃盗のように，加齢に伴って一致率が上昇する傾向は見られない。

しかし他方，いずれの年代において傷害・暴行を始めたものであっても，2～3割の比率

の者は，高齢になってからも粗暴傾向を維持している。

（5）高齢犯罪者による犯罪の特徴

　調査対象高齢犯罪者の罪名について見ると，高齢初犯者及び高齢再犯者に共通して，傷

害・暴行が一定の比率を占めていることが分かるが，他方で，特徴的なのは，高齢再犯者

については，絶対数は少ないものの実に40．2％の者の1犯時罪名が窃盗であることである

（2－4－2－5－8図）。
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2－4－2－5－8図
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　　　　「高齢再犯」は，65歳以上に1犯目の犯歴があり，総犯歴数が2以上である者をいう。
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　　4　各分類において，上位5番目までの罪名及び「その他」の数値を表示した。

　　5　（）内は，実人員である。
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　そこで，1犯時の罪名が窃盗である高齢再犯者53人について，2犯時の罪名を見ると，

92．5％（49人）の者の再犯罪名が窃盗であり，この49人のうち3犯目に進んだ者（10人）

の罪名は，全員が窃盗であった。このように，高齢の窃盗犯は，窃盗を繰り返す同一罪名

再犯危険性が極めて高い。

　さらに，調査対象高齢犯罪者の再犯傾向を1犯目の罪名（1犯目を行った際の年齢を問

わない）を基準に検討すると，窃盗を1犯目の罪名とする者の同一罪名再犯危険性はかな

り高く（64．8％），傷害・暴行，詐欺が続いている。全体としては，再犯ありの者が半数に

近く，罪名を問わず再犯自体をする危険性を示す「一般的再犯危険性」も高い（2－4－

2－5－9図）。

　罪名別の同種再犯傾向を調査対象高齢犯罪者（5，115人）について検討すると，実人員が

多く，同種再犯傾向も高いのは，窃盗と傷害・暴行である。

　まず1犯目が窃盗で，その後1回以上再犯がある者（625人）のうち，すべての再犯が窃

盗の者は29．4％（184人），すべての再犯が窃盗というわけではないが，その再犯の中に少

なくとも窃盗を1回含む者は52．0％（325人）であり，その同種再犯傾向の高さを裏付ける

結果となっている。

2－4－2－5－9図　調査対象高齢犯罪者の1犯目の罪名別・再犯の有無別構成比
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注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　「横領」は，遺失物等横領を含む。

　3　（）内は，実人員である。

再犯なし53．3
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　次に，傷害・暴行が1犯目で，その後1回以上再犯がある者（483人）について同様の検

討をすると，すべての再犯が傷害・暴行の者は15．1％（73人），すべての再犯が傷害・暴行

というわけではないが，その再犯の中に少なくとも傷害・暴行を1回含む者は38．1％（184

人）となっており，窃盗ほどの累行性は見られないものの，5割強の者に同種再犯が認め

られる。

　これらの高齢再犯者の再犯期間を見ると，69．7％の者が2年以内に再犯をしており，再

犯期間が短い傾向がうかがわれる。

　また，50万人再犯者犯歴（全期間）を対象に，多数回再犯者の裁判時年齢層別犯歴の件

数構成比の推移を見ると，近年において高齢者の占める比率が高まっていて，平成17年に

おいては20．3％となっており，これに，55歳以上64歳以下の者を併せると64．4％に達して

いる（本編第3章第1節，2－3－1－5図）。

　これら多数回高齢再犯者（高齢者で，犯歴の件数が10犯以上の者をいう。）がどのような

犯罪をしているのかを35万人再犯者犯歴（全期間）を対象として，平成17年における多i数

回高齢再犯者の罪名別犯歴の件数構成比を見ると，窃盗が51．4％と過半数を占め，件数に

おいて続く詐欺を併せると，全体の約3分の2が財産犯で占められている。また，覚せい

剤取締法違反も10．0％おり，高齢になってもなお薬物乱用を止めることができない者が相

当数含まれていることが分かる（2－4－2－5－10図）。

2－4－2－5－10図　多数回高齢再犯者の罪名別犯歴の件数構成比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成17年）
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注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　多数回高齢再犯者とは，65歳以上で犯歴

　　の件数が10犯以上の犯罪者をいう。

（６）まとめ

①罪種別対策

　長い期間から見た再犯の年齢層分析（本編第4章第2節2）でも示したように，年齢犯

罪曲線に沿った加齢に伴う犯罪全般の減少傾向とは別に，体力を要する粗暴犯は，他の犯

罪類型以上に減少する傾向が見られる。しかし，ここでの分析結果を見ると，高齢に至っ
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て，初めて，粗暴犯を行う者が急増傾向にあり，年齢犯罪曲線の一般的傾向に反して増加

が著しい。また，財産犯型の初犯も，粗暴犯型の初犯に次いで近時高い増加率を示してい

る。そこで，今後，①これらの者の属性，生活環境等の分析を進めることによって，これ

らの者が再犯に進むことを防止する対策を考えること及び②そもそも1犯目に至らないた

めの高齢者に特化した効果的な粗暴犯及び財産犯の予防対策を同時に検討することが，初

犯の発生を予防する上で重要と考えられる。

　それから，高齢再犯者は，窃盗を反復する者が，他の罪名に比べて際立って多い。特に，

高齢多数回再犯者にその傾向が顕著に見られる。そして，本項の前半で紹介したように，

総犯歴数が増えるにつれて，調査対象高齢犯罪者の比率は高くなっており，10犯以上の多

数回再犯者の場合，16．7％の者が，高齢期に至るまで犯罪を続けている。さらに，若年時

に1犯目を行って以降，中年から高齢に達するまでほぼ間断なく犯罪を続けている者（若

年時1犯目以後継続）の中には，このような多数回再犯者が62．9％含まれていることは，

前記のとおりである。高齢再犯者で窃盗をする者には，①中高齢に至って失業や離婚など

の生活の崩れによる生活困窮等のため生存するための手段として窃盗を行う者と②若年時

から犯罪を続けた結果，生計の手段として窃盗を行う常習的な者が含まれると考えられる。

前者に関しては，財産犯型の初犯者対策と同様の方法による再犯防止方法の適合性を模索

する余地があると考えられる。他方，常習的な者については，その再犯危険性の高さを念

頭に置いた，より特別の対策が必要である。また，若年時から犯罪を継続して高齢犯罪者

となっている者については，年齢総説及び若年者の項で述べたように（本編第4章第2節

1，4），若年時の徹底した再犯防止策こそ，このような多数回高齢再犯者の発生防止の効

果的対策であることを示唆している。

　また，高齢に達する以前の犯歴がある者で，傷害・暴行の犯歴を有する者は，いずれの

年代において傷害・暴行を始めたものであっても，2～3割の比率の者は，高齢になって

からも粗暴傾向を維持していることが判明しているので（前記2－4－2－5－9図及び

本節2の2－4－2－2－9図），高齢粗暴犯型の再犯防止対策としては，高齢に達する以

前に，諸外国に多く見られ，日本でも，社会内処遇において2008年から導入された認知行

動療法に基づく暴力的傾向の改善処遇（暴力防止プログラム）を行うことが効果的と考え

られる。

　それから，絶対数は少ないものの，高齢になっても薬物乱用が止められない者がいるこ

とは，ここで紹介したデータ及び1犯目の年齢層別・罪種別の成り行き分析（中年以降の

薬物乱用者の同一罪名再犯傾向，本編第4章第2節2）から判明している。薬物乱用は，

回復まで長期間を要する上，家族や専門家，自助グループ等による支援体制が不可欠であ

るが，高齢者の場合，若年者等と環境が異なるので，高齢の薬物乱用者の状況を踏まえた

特別の処遇を検討することも重要であろう。
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②　再犯期問

　高齢犯罪者の再犯期間は，他の年齢層に比べて短い者が多く見られ，69．7％の者が2年

以内に再犯をしている。2年以内に再犯行為に対する有罪の判決が下されるということは，

再犯の検挙から判決までの刑事手続に要する時間を考慮すると，実際の再犯行為に及ぶま

での期間はそれよりもはるかに短いことを意味している。そこで，短期間に再犯防止対策

を集中して行うことが効果的であると考えられる。その際，罪種の違いによる再犯期間の

違いにも留意して，焦点を絞り込むことが効率的であろう。
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第3節　量刑

　本節では，量刑の変化による再犯防止効果の検証のため，70万人初犯者・再犯者混合犯

歴（全期問）を対象として，再犯と量刑との関係について検討する。

　主たる問題関心は，犯歴を重ねるにつれて，より重い刑に処せられる者の比率が増加し，

それが抑止効果となって，再犯をする者の数が減少し，かつ，再犯期間が長くなっている

のかどうかである。その検証のため，犯罪全体と特定の罪種について，再犯期間と再犯者

数を10犯目まで調査した（2－4－3－1図①）。特定の罪種としては，本編第1章で紹介

した，量的に多く，同種再犯も多い，窃盗，傷害及び覚せい剤取締法違反を採り上げ，1

犯目から10犯目まで同じ犯罪を繰り返した者を追跡調査対象とした（2－4－3－1図②

～④）。

　犯歴の回数と量刑の重さについては，犯歴の回数を重ねるにつれて量刑も重くなる傾向

が，犯罪全体と特定の罪種に共通して見られた。

　また，再犯者数については，犯罪全体と特定の罪種に共通して大幅な減少が見られた。

　他方，再犯期間については，犯罪全体，窃盗のみ又は覚せい剤取締法違反のみを繰り返

した者については，犯歴の回数を重ねるにつれて短くなる傾向が見られた。

　傷害のみを繰り返した者については，犯歴の回数を重ねるにつれ，特に6～10犯目の者

に関しては，6月を超え1年以内又は1年を超え2年以内の再犯期間の者がやや増えて，

若干，再犯期間が長くなる傾向が見られるが，犯歴の回数によって再犯期間の長短に顕著

な違いが生ずる傾向は認められなかった。

　この結果について検討すると，まず，窃盗では，複数回実刑に処せられたことによって，

釈放後の就労・住居・人間関係等生活状況が全般的に不安定となっている等，犯歴の回数

が多い者ほど，犯罪性の進んでいない者（2～3犯目の者）に比べて各種の再犯危険要因

が多いことが，再犯期間を短くする一因となっているのではないかと推測される。

　覚せい剤取締法違反については，同法違反で実刑に処せられた者のうち，営利目的を有

した者と非営利目的の者の比率を比べると（1979年～2003年），非営利目的の者が，近年，

おおむね90％以上を占める状態が続いており，これらの者は覚せい剤乱用者と推測される

ことを踏まえると（平成16年版犯罪白書，5－3－2－38図，pp．308－309），犯歴の回数を

重ねるにつれて依存性が高まった結果，再犯期間が短くなっているのではないかと推測さ

れる。他方，6～10犯目の者の場合，3年を超える拘禁刑に処せられている者も相当比率

見られ（12．3％），これらの者については，拘禁中の再犯が困難であることから（刑事施設

内での再犯を除き），それに対応した部分が5年を超える再犯期間の部分（11．3％）に現れ

ていると推測される。

　傷害に関しては，6～10犯目においても，処分は罰金が約69％を占めており，これらの

者に関しては，有罪宣告後，ただちに身柄が釈放されるため，実刑の宣告を受けた場合に
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比べて，再犯を行うことが可能となるまでの期間が短いことが，犯歴の回数の多寡が再犯

期間に影響を及ぼしにくくなっている一因と推測される。

　当該犯歴回数に係る実人員が，犯歴を重ねるにつれて大幅に減少している点については，

量刑が重くなることによる抑止効果も否定できないものの，次のような要因も影響を与え

ていると考えられる。すなわち，①犯罪全体については，10犯目までに至る時間的経過及

び年齢犯罪曲線を念頭に置くと，長期間にわたって犯罪を続けることができる者は少ない

こと及び加齢に伴って犯罪を繰り返すことを止める者が増えることにより実人員が減少し

ている余地があること，②罪種別についても，同一の犯罪のみを繰り返した者を10犯目ま

で追跡したものであるため，そこまでの常習性が認められる者の数は，その間の加齢や犯

罪・事故・疾病等による死亡などにより減少が作用する余地が大きいと考えられることを

踏まえると，量刑の効果のみによってこのような減少効果が認められたと認定するのは難

しいと考えられる。
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④覚せい剤取締法違反のみを繰り返した者
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1　法務総合研究所の調査による。

2　1犯目から10犯目までの犯歴により分類した。

3　「量刑」の「2～3犯目」とは，2犯目及び3犯目の量刑をいい，「再犯期間」

　の「2～3犯目」とは，1犯目から2犯目及び2犯目から3犯目の再犯期間をい
　う。以下も同様である。

　「量刑」の「その他」は，死刑，拘留，科料，刑の免除を含む。

　「傷害」は傷害致死を除く。

　「窃盗」における「罰金」は，平成18年の刑法改正以降の7件である。

　「覚せい剤取締法違反」における「罰金」は，昭和48年法律第114号による改正

前の「覚せい剤取締法（昭和26年法律第252号）」の規定による覚せい剤所持，使

用，譲渡及び譲受等に対する刑を含む。

　量刑が不明の者を除く。

　（）内は，実人員である。
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第4節　再犯期間

　再犯期間は，具体的な再犯者対策の対象を絞り込むために重要な要素である。ここでは，

70万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対象とし，1犯目から2犯目について，誰が，

どのような犯罪を繰り返しているかという観点から，①犯罪主体の属性の一つである年齢

と再犯期間，②犯罪行為との関係で罪名別の再犯期間を採り上げて，その傾向を分析する。

1　年齢と再犯期間

　2年以内の再犯率で比較した年齢層別の特徴としては，①犯罪傾向が強いことが分かっ

ている20歳代前半（本編第4章第2節4）の再犯期間が47．1％と比較的短いこと，②55歳

以上の再犯期間が，加齢とともに短くなる傾向が見られること（55歳～59歳で58．2％，65

歳以上で75．5％）である（2－4－4－1図）。

　年齢犯罪曲線を前提とすると，20歳代前半の者の再犯期間が比較的短いことは了解可能

である。他方，犯罪傾向が弱まっていく中・高齢者の再犯期間がこれら若年者よりも短い

という点については検討が必要である。法務総合研究所が平成20年に行った高齢犯罪者の

実態調査を前提に考えると，それまで犯罪を重ねてきた高齢者で特に受刑歴のある者の場

合，身寄り，住居，定職がなく，生活基盤全般が脆弱であることから，刑事施設等からの

釈放後，生活の困窮のため短期間で再犯に至っているのではないかと推測される（本編第

4章第2節5）。このことは，55歳以上の再犯者についてもある程度当てはまると考えられ

る。ただ，調査対象高齢犯罪者犯歴（定義は，本編第1章1，分析結果は，本編第4章第

2節4参照）を対象とした分析を見ると，65歳以上の高齢犯罪者の一般的再犯危険性は低

く，高齢に至ってから再犯を繰り返す者は少ない。他方，高齢者の余命がそれ以下の年齢

層に比べて短いことを考慮に入れても，ここで述べたような短い再犯期間が見られる高齢

犯罪者については，高齢犯罪者一般と異なって，前記のような再犯リスク要因を多く抱え

た者が含まれていることが，その再犯期間に影響しているものと考えられる。

　以上を総合すると，年齢との関係で，短い再犯期間を理由とした対策が必要なのは，①

20歳代前半の者及び②再犯リスク要因を多く抱えた中・高齢犯罪者であると考えられる。

特に，65歳以上の高齢犯罪者で再犯リスク要因を多く抱えていると推測される者の場合，

1年以内に47％の者が再犯をしているので，この期間に集中的な再犯防止策を講じること

が効果的である。ちなみに，この1年は，本編第1章1の再犯期間の定義で述べたように，

身柄を釈放されてから再犯によって第1審の有罪宣告を受けるまでの期間であり，刑事司

法手続に要する期間を含んでいる。したがって，実際に再犯行為に及ぶまでの期間は，は

るかに短い。それゆえ，これらの高齢犯罪者については，身柄釈放直後からの積極的介入・

支援が重要と考えられる。
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2－4－4－1図

20－24歳（n6，145）

25－29歳（43，331）

30－34歳（22，383）

35－39歳（12，048）

40－44歳

45－49歳

50而4歳

55－59歳

6餅64歳

65歳以上

注　1
　2

（6，281）

（3，280）

（1，666）

（667）

（290）

（151）

法務総合研究所研究部報告42

1犯目の年齢層別・1犯目から2犯目までの再犯期問別人員構成比
6月以内　1年以内　　2年以内　　　5年以内　　　5年を超える

法務総合研究所の調査による。

（）内は，実人員である。

2　罪名別の再犯期間

　どのような犯罪をした者の再犯期間が短く，罪名別にどの時期が最も再犯危険性が高い

のかを検討することは，誰に対して，いつ，重点的な指導監督や支援を行うべきかを検討

する上で重要である。

　まず，一般的な再犯傾向を見るために，70万人初犯者・再犯者混合犯歴（全期間）を対

象として，1犯目の罪名別に2犯目（罪名は問わない。）までの再犯期間を見ると，2年以

内にほぼ半数が再犯をしているのが，風営適正化法違反，窃盗，覚せい剤取締法違反であ

る（2－4－4－2図①）。本編第1章で抽出された主要罪名の一つである傷害・暴行も，

これらの罪名には及ばないものの2年以内に39．7％が再犯をしている。

　そこで，主要3罪名と風営適正化法違反を1犯目に行った者が，2犯目に，それぞれの

同一罪名の再犯をする傾向を分析すると，風営適正化法違反，窃盗，覚せい剤取締法違反

については，ほぼ半数以上が同一罪名再犯を2年以内に行っており，特に，風営適正化法

違反は24．5％が6月以内に同一罪名再犯に至っている点で，再犯期間が極めて短い。他方，

傷害・暴行の同一罪名再犯者については，再犯期間が2年以内の者が38．3％であるのに対

し，5年を超えた者が34．4％と，比較的同一罪名再犯の期間が長い傾向が見られた（2－

4－4－2図②）。

　風営適正化法違反については，職業的な者が多いと推測され，かつ，処分のほとんどが

罰金であるため，同一罪名再犯に至る可能性及び短い再犯期間が見られるのではないかと

思われる。他方，覚せい剤取締法違反については，量刑の節で述べたように（本編第4章

第3節），乱用者が90％以上を占めているので，その依存性の高さが，短い同一罪名再犯期

間に結びついていると考えられる。窃盗の再犯期間については，窃盗の態様が極めて多様

であることから，どのような態様の窃盗について，このような短い再犯期間が見られるの
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　　　2－4－4－2図
①再犯ありの者（全体）

　　　　　0［1犯臼の罪名］

風営適正化法
　（6，539）

窃　　　　盗
　（40，198）

覚せい剤取締法
　（n，948）

詐　　　　欺
　（4，048）

傷害・暴行
　（61，693）

強　　　　盗
　（王，025）

強制わいせっ
　　（667〉

放　　　　火
　　（430〉

強　　　　姦
　（2，533）

殺　　　　人
　　（725）

20

1犯目から2犯目までの再犯期間別構成比
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（％）
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朋朋再咄　朋灘鞘懸、聾藤睡螺鍵

醐醗躍鰯鯉，難，轟難苗縫毅罎

②同じ罪名の再犯のみを行っている者

　　　　　0［1犯目の罪名］

風営適正化法
　（3，818）

窃　　　　盗
　（15，927）

覚せい剤取締法
　（5，567）

傷害・暴行
　（22，054）

20 40 60 80

（％）

100

雛麗灘㎜

i毒鰯潮毒蕪

咄i辟磁繊鮒鐵朋譲

甜ll甜錘霧、購雛轟咄苗咄i咄

翻6月以内図6月を超え美年以内團1年を超え2年以内

口2年を超え5年以内　團5年を超える

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　再犯期間は，犯罪者が身柄を釈放されるなどにより再犯の可能性が生じた時点から，次

　　の犯罪（再犯）に対する裁判が言い渡された日までをいう。

　　　②は，1犯目から10犯目までの犯歴により分類した。

　　　「強盗」は，事後強盗，強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。

　　　（）内は，実人員である。

かについて，更なる探求が必要である。

　以上をまとめると，①覚せい剤取締法違反については，その依存性に対する専門的な治

療・処遇によって，同一罪名再犯を防止する必要が高いこと（処罰だけでは，同一罪名再

犯を防止できない），②窃盗は，極めて件数が多いことから（本編第1章参照），刑事司法

制度にかかる負担が大きいので，その態様の分析を含めて早急な同一罪名再犯防止策を検
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討する必要があること，③傷害・暴行の同一罪名再犯については，再犯期間が比較的長い

者と短い者がほぼ同率であることを考えると，これらの者についても，諸外国で実施され

ているような認知行動療法に基づく，攻撃的性向の改善や怒りの感情の統制などの専門的

処遇が必要と考えられる（詳細は，第3編参照。）。特に，暴行については，他の罪名の認

知件数が平成15年から17年をピークに減少傾向にある中，唯一8年以降19年まで一貰して

増加しており，19年には昭和57年（1982年）以降，初めて傷害よりも多くなっている（平

成20年版犯罪白書）。この量的な増加傾向及びその同一罪名再犯率を踏まえると，早急な対

策が必要と考えられる。また，傷害についても，平成12年に急増して以降，近年やや減少

傾向にあるとはいえ，暴行とほぼ同じ認知件数であり，等しく粗暴犯であることから，同

様の重点的対策が効果的と考えられる。ちなみに，数は多くないものの，今回の犯歴分析

の結果，これらの粗暴犯を反復している者の中には，犯歴を重ねる中で，傷害致死，殺人・

同未遂に至った者が含まれており（本編第4章第1節），より重大な犯罪の発生を未然に防

止する観点からも，これらの粗暴犯に対する集中的対策は意義があると考えられる。
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第5節　再犯者による重大犯罪

1　本節の目的

　これまで述べてきたように，再犯防止対策においては，初犯者が2犯目の犯罪に至るの

をいかに防止するのかという視点が重要である。そこで，本研究においては，主として，

1犯目の犯罪に焦点を当て，罪名，年齢等の様々な視点から，その後の再犯状況を見てき

た。その結果，1犯目の罪名が殺人の者については，再犯に及んだ者の比率，同一罪名再

犯に及んだ者の比率とも他の罪名に比べて相当低かったこと，1犯目の罪名が強盗の者及

び強姦の者については，再犯に及んだ者の比率は全体の比率を上回っているが，同一罪名

再犯に及んだ者の比率は低かったことなどが明らかになった。

　もっとも，殺人，強盗，強姦等を犯した者の中には，1犯目にこれらの重大犯罪を犯し

たのではなく，他の罪名の犯罪を犯した後，これらの重大犯罪を犯すに至った者も存在す

るところ，その実態も明らかにする必要がある。

　そこで，本章では，他の罪名の犯罪を犯した後，これらの重大犯罪を犯すに至った者に

ついて，どのような罪名の犯歴を有しているのか，重大犯罪を犯す直前の犯歴の罪名は何

か，重大犯罪を犯した後の再犯状況はどのようになっているのかなどについて概観する。

2　重大犯罪を何犯目に犯しているか

　まず前提として，ある罪名の犯罪を犯した者が，その罪名を何犯目に初めて犯したのか

を見る。2－4－5－1図は，70万人初犯者・再犯者混合犯歴を対象として，ある罪名の

犯歴を有する者が，その罪名の犯歴を何犯目に初めて犯したかを見たものである。

　いずれの罪名についても，1犯目に当該罪名の犯罪を初めて犯した者が最も多かった。

このことからも，再犯防止対策を考えるに当たり，1犯目の犯罪に焦点を当てた分析を行

うことは相当と思われる。

　もっとも，ある罪名の犯歴を有する者のうち，1犯目にその罪名の犯罪を犯した者の比

率については，罪名によって差が見られた。すなわち，窃盗，傷害・暴行の犯歴を有する

者については，1犯目にこれらの罪名の犯罪を犯した者が80％以上を占めるのに対し，殺

人，強盗，覚せい剤取締法違反の犯歴を有する者については，1犯目にこれらの罪名の犯

罪を犯した者は60％台にとどまり，30％以上の者が他の罪名の犯罪を犯した後，殺人，強

盗，覚せい剤取締法違反の各犯罪に及んでいた。また，強姦の犯歴を有する者については，

1犯目に強姦を犯した者は約73％であった。

　以上により，殺人，強盗，強姦の重大犯罪の犯歴を有する者の中では，これらの重大犯

罪を1犯目に犯した者が最も多いが，他方で，これらの重大犯罪を2犯目以降に初めて犯

した者も相当数いることが分かった。
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2－4－5－1図　ある罪名の犯歴を何犯目に初めて犯したか（罪名別構成比）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　　　　　　　　0　　　　　10　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70　　　　　80　　　　　90　　　　100

　　　　　窃　　　盗
　　　　　（111，027〉
　　　　覚せい剤取締法
　　　　　　（44，910）

　　　　　傷害・暴行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．3　　　　　（220，667）
　　　　　強　　　盗
　　　　　　（8，368）

　　　　　殺　　　人
　　　　　　（6，755）
　　　　　強　　　姦
　　　　　　（10，821）

　　　　　強制わいせつ・
　　　　　　（3，950）
　　　　　放　　　火
　　　　　　（2，971）

　　　　　　　　　　　　　　□1犯目囲2犯目■3犯目以上

　　　　注　1　法務総合研究所の調査による。

　　　　　　2　1犯目から10犯目までにある罪名の犯歴を有する者が，その

　　　　　　　罪名の犯歴を何犯目に犯しているかについて，人員の構成比を

　　　　　　　示したものである。
　　　　　　3　「強盗」は，事後強盗，強盗強姦・同致死を除く。

　　　　　　4　（）内は，各罪名を1回以上行った者の人員である。
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71．2 霧1難嚢15・3

3　再犯者による重大犯罪

（1）重大犯罪を犯した再犯者の犯歴

　次に，殺人，強盗，強姦の各重大犯罪について，これらの罪名の犯罪を2犯目以降に犯

した者の実態を見る。

ア　殺人

　前記2－4－5－1図で見たように，殺人の犯歴を有する者6，755人のうち4，348人

（64．4％）は，1犯目に殺人を犯した者であるが，残りの2，407人（35．6％）は，他の罪名

の犯罪を犯した後に殺人に及んだ者，すなわち再犯者である。

　それでは，これらの者は，殺人に至る前にどのような罪名の犯罪を犯しているのであろ

うか。2－4－5－2図は，他の罪名の犯罪を犯した後に殺人に及んだ前記2，407人のうち

特定の罪名の犯歴を有していた者が何人いるかを当該罪名の犯歴の回数別に見たものであ

る。
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2－4－5－2図 2犯目以後に初めて殺人を犯した者におけるそれ以前の犯歴の罪名
別・犯歴の回数別人員
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法務総合研究所の調査による。

10犯目までに殺人を犯した者のうち，殺人を1犯目に行った者を除く2，407人を対

「強盗」は，事後強盗，強盗強姦・同致死を除く。

数値は，最初の殺人に至るまでの犯歴中，各罪名を行った者の人数を示す。

　これによると，前記2，407人のうち1，462人（60．7％）が傷害・暴行の犯歴を有しており，

他の罪名の犯歴を有していた人員，特に傷害・暴行と同様に犯歴数の多い窃盗や覚せい剤

取締法違反の犯歴を有していた人員と比較して圧倒的に多い。

　また，この1，462人のうち，傷害・暴行の犯歴の回数が2回であった者が311人（21．3％），

3回以上であった者が326人（22．3％）いた。すなわち，他の罪名の犯罪を犯した後に殺人

に及んだ前記2，407人のうち，傷害・暴行の犯歴を複数有していた者が26．5％いたというこ

とであり，傷害・暴行という粗暴犯を繰り返しているうちについには殺人に至った者が少

なからずいることが分かる。

　次に，他の罪名の犯罪を犯した後に殺人に及んだ前記2，407人の直前の犯歴を罪名別に見

たものが2－4－5－3図である。傷害・暴行が1，025人（42．6％）と半数近くを占め，最

も多かった。なお，暴力行為等処罰法違反，銃刀法違反，恐喝も合計で354人（14．7％）い

た。



102 法務総合研究所研究部報告42

2－4－5－3図　殺人の直前の犯歴の罪名別構成比

賭博・富くじ

　2．0

銃刀法
4．8

暴力行為等
処罰法

　5，7

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　10犯目までに殺人を犯した者のうち，殺

　　人を1犯目に行った者を除く。

　このように，他の罪名の犯罪を犯した後に殺人に及んだ者においては，傷害・暴行の犯

歴を有していた者が，全体的に見ても直前の犯歴に限って見ても，それ以外の罪名の犯歴

を有する者と比べて多かった。

イ　強盗

　同様に，強盗について前記2－4－5－1図を見ると，強盗の犯歴を有する者8，368人の

うち5，576人（66．6％）は，1犯目に初めて強盗を犯した者であるが，残りの2，792人（33．4％）

は，他の罪名の犯罪を犯した後に強盗に及んだ者，すなわち再犯者である。

　2－4－5－4図は，他の罪名の犯罪を犯した後に強盗に及んだ前記2，792人のうち特定

の罪名の犯歴を有していた者が何人いるかを当該罪名の犯歴の回数別に見たものである。

　これによると，前記2，792人のうち1，443人（51．7％）が窃盗の犯歴を，895人（32．1％）

が傷害・暴行の犯歴を有しており，他の罪名の犯歴を有していた人員と比較して突出して

いる。

　また，1，443人のうち，窃盗の犯歴が2回であった者282人（19．5％），3回以上であった

者が307人（21．3％）いた。895人のうち，傷害・暴行の犯歴が2回であった者は176人

（19．7％），3回以上であった者は88人（9．8％）であった。他の罪名の犯罪を犯した後に強

盗に及んだ前記2，792人のうち窃盗の犯歴を複数有していた者が21．1％，傷害・暴行の犯歴

を複数有していた者が9．5％いたということであり，窃盗や傷害・暴行を繰り返しているう

ちについには強盗に至った者の存在が目立つ。

　さらに，他の罪名の犯罪を犯した後に強盗に及んだ前記2，792人の直前の犯歴を罪名別に

見たものが2－4－5－5図である。窃盗が強盗の直前の犯歴であった者が1，112人

（39．8％）と最も多く，続いて傷害・暴行が直前の犯歴であった者の596人（21．3％）であっ

た。
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2－4－5－4図 2犯目以後に初めて強盗を犯した者におけるそれ以前の犯歴の罪名
別・犯歴の回数別人員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

O 200　　　　400　　　　600 800　　　　1，000　　　1，200　　　1，400　　　1，600

傷害・暴行

恐喝

暴力行為等処罰法

銃刀法

器物・建造物損壊

窃盗

住居侵入

詐欺

覚せい剤取締法

毒劇法

賭博・富くじ

軽犯罪法

強制わいせっ

強姦

殺人

895

　160
122

184

45

1，443

101

162

86

65

44

19

36

95

241

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　　10犯目までに強盗を犯した者のうち，強盗を1犯目に行った者を除く2，792人を対

　　　象とする。

　　　　「強盗」は，事後強盗，強盗強姦・同致死を除く。

　　　数値は，最初の強盗に至るまでの犯歴中，各罪名を行った者の人数を示す。

2－4－5－5図　強盗の直前の犯歴の罪名別構成比

住居侵入
　2．0

　恐喝　く
　3．1　麿．

　銃刀法
　3．4
　　詐欺
　　3，4

覚せい剤
取締法

　5．6

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　10犯目までに強盗を犯した者のうち，

　　　強盗を1犯目に行った者を除く。

　　3　「強盗」は，事後強盗，強盗強姦・同致

　　死を除く。
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　このように，他の罪名の犯罪を犯した後に強盗に及んだ者については，財産犯である窃

盗が高じてついには強盗を犯す場合や，粗暴犯的傾向が強い者が傷害・暴行だけではなく

強盗をも犯している場合が相当数あることがうかがわれ，強盗が財産犯と粗暴犯の結合犯

であるという性質をよく表していると思われる。

ウ　強姦

　前記2－4－5－1図で見たように，強姦の犯歴を有する者1万821人のうちの7，910人

（73．1％）は，1犯目に初めて強姦を犯した者であるが，残りの2，911人（26．9％）は，他

の罪名の犯罪を犯した後に強姦に及んだ者，すなわち再犯者である。

　これらの者が，強姦に至る前に犯している犯罪の罪名を見る。2－4－5－6図は，他

の罪名の犯罪を犯した後に強姦に及んだ前記2，911人のうち特定の罪名の犯歴を有してい

た者が何人いるかを当該罪名の犯歴の回数別に見たものである。

2－4－5－6図 2犯目以後に初めて強姦を犯した者におけるそれ以前の犯歴の罪名
別・犯歴の回数別人員

　0　　　　　200　　　　400　　　　600　　　　800

　　　　　　　　　（人）

1，000　　　1，200　　　1，400　　　1，600

　　傷害・暴行

　　　　　恐喝

暴力行為等処罰法

　　　　銃刀法

器物・建造物損壊

　　　　窃盗
　　　住居侵入

　　　　　詐欺

　覚せい剤取締法

　　　　毒劇法

　賭博・富くじ

　　　軽犯罪法

　強制わいせっ

　　　　　強盗

　　　　殺人

注　1
　　2
　　象とする。

　　3
　　4

1，454

120

205

186

44

930

　173
77

78

　106

36

60

74

70

16

法務総合研究所の調査による。

10犯目までに強姦を犯した者のうち，強姦を1犯目に行った者を除く2，911人を対

「強盗」は，事後強盗，強盗強姦・同致死を除く。

数値は，最初の強姦に至るまでの犯歴中，各罪名を行った者の人数を示す。

　前記2，911人のうち，1，454人（49．9％）が傷害・暴行の犯歴を，930人（31．9％）が窃盗

の犯歴を有していた。これに対し，強制わいせつの犯歴は74人（2．5％）にとどまった。
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　なお，この1，454人のうち，傷害・暴行の犯歴が2回であった者が267人（18．4％），3回

以上であった者が163人（11．2％）いた。930人のうち，窃盗の犯歴が2回であった者は176

人（18．9％），3回以上であった者は126人（13．5％）であった。他の罪名の犯罪を犯した

後に強姦に及んだ前記2，911人のうち傷害・暴行の犯歴を複数有していた者が14．8％，窃盗

の犯歴を複数有していた者が10．4％いたことになる。

　さらに，他の罪名の犯罪を犯した後に強姦に及んだ前記2，911人の直前の犯歴を罪名別に

見たものが2－4－5－7図である。強姦の直前に傷害・暴行の犯歴を有していた者が

1，114人（38．3％）と最も多く，続いて窃盗の犯歴を有していた者が664人（22．8％）であっ

た。これに対し，強制わいせつの犯歴を有していた者は55人（1．9％）にとどまった。

2－4－5－7図　強姦の直前の犯歴の罪名別構成比

強制わいせっ

　　L9一→
銃刀法

2．5一→
毒劇法＿＿＿＋

2．8

　　住居侵入
　　　3．4
　　暴力行為等
　　　処罰法
　　　3、6　　　　　恐喝’

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　10犯目までに強姦を犯した者のうち，強姦

　　を1犯目に行った者を除く。

　このように，他の罪名の犯罪を犯した後に強姦に及んだ者が，それまでに犯した犯罪は，

傷害・暴行や窃盗等の罪名が多いこと，その中にはこれらの犯罪を複数回繰り返していた

者も一定数いること，他方，強制わいせつがついには強姦に至ったという者は比率的には

少ないことが分かった。

（2）再犯者による重大犯罪のその後の再犯状況

　次に，他の罪名の犯罪を犯した後に初めて重大犯罪に及んだ者のその後の再犯状況はど

のようになっているのだろうか。

ア　殺人

　2－4－5－8表は，70万人初犯者・再犯者混合犯歴を対象として，他の罪名の犯罪を

犯した後に殺人に及んだ者のその後の再犯状況を，1犯目に殺人を犯した者のその後の再

犯状況と比較して見たものである。
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2－4－5－8表　最初の殺人後の再犯の有無・再犯内容別人員

区　　分
殺人犯歴

　あり
再犯なし 再犯あり

（殺人再犯の回数）

殺人再犯あり 1回 2回

計（1～9犯目まで
に殺人をした者）

1犯目に初めて殺人

をした者

2～9犯目に初めて

殺人をした者

6，716

4，348

2，368

5，102（76．0）

3，623（83．3）

1，479（62．5）

1，6！4（24．0）

　725（16．7）

　889（37．5）

92（L4）

41（0．9）

51（2．2）

91（L4）

41（0．9）

50（2．1）

1（0．0）

一
1
（

0．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　1犯目から10犯目までの犯歴により分析した。

　他の罪名の犯罪を犯した後に初めて殺人に及んだ者2，368人のうち，その後再犯に及んだ

者は889人（37．5％），その後再び殺人に及んだ者は51人（2．2％）であった。これに対し，

1犯目に殺人を犯した者4，348人のうち，その後再犯に及んだ者は725人（16．7％），その後

再び殺人に及んだ者は41人（0．9％）であった。

イ　強盗

　2－4－5－9表は，70万人初犯者・再犯者混合犯歴を対象として，他の罪名の犯罪を

犯した後に強盗に及んだ者のその後の再犯状況を，1犯目に強盗を犯した者のその後の再

犯状況と比較して見たものである。

　他の罪名の犯罪を犯した後に初めて強盗に及んだ者2，767人のうち，その後再犯に及んだ

者は1，238人（44．7％），その後再び強盗に及んだ者は110人（4．0％）であった。これに対

し，1犯目に強盗を犯した者5，576人のうち，その後再犯に及んだ者は1，633人（29．3％），

その後再び強盗に及んだ者は133人（2．4％）であった。

2－4－5－9表　最初の強盗後の再犯の有無・再犯内容別人員

区　分
強盗犯歴

あり
再犯なし 再犯あり

（強盗再犯の回数）

強盗再犯あり 1回 2回 3回 4回 5回

計（1～9犯目まで

に強盗をした者）

1犯目に初めて強盗

をした者

2～9犯目に初めて

強盗をした者

8，343

5，576

2，767

5，472（65．6）

3，943（70，7）

1，529（55．3）

2，871（34．4）

1，633（29．3）

1，238（44．7）

243（2．9）

133（2．4）

110（4．0）

216（2．6〉

120（2．2）

96（3．5）

23（0．3）

12（0．2）

11（0．4）

2（0．0）

一
2
（

0．1）

1（0．0）

一
1
（

0．0）

1（0．0）

1（0．0）

一

注　1　法務総合研究所の調査による。

　2　1犯目から10犯目までの犯歴により分析した。

　3　「強盗」は，事後強盗，強盗強姦・同致死を含まない。強盗致死傷を含むため，2－4－1－1図の強盗の区分と異なる。
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ウ　強姦

　2－4－5－10表は，70万人初犯者・再犯者混合犯歴を対象として，他の罪名の犯罪を

犯した後に強姦に及んだ者のその後の再犯状況を，1犯目に強姦を犯した者のその後の再

犯状況と比較して見たものである。

2－4－5－10表　最初の強姦後の再犯の有無・再犯内容別人員

区　分
強姦犯歴

あり
再犯なし 再犯あり

（強姦再犯の回数）

強姦再犯あり 1回 2回 3回 4回 5回

計（1～9犯目まで

に強姦をした者）

1犯目に初めて強姦

をした者

2～9犯目に初めて

強姦をした者

10，805

7，910

2，895

6，665（6L7〉

5，377（68．0）

1，288（44．5）

4，140（38．3）

2，533（32．0）

1，607（55．5）

415（3，8）

237（3．0）

178（6．1）

355（3．3）

200（2，5）

155（5．4）

44（0．4）

27（0．3）

17（0．6）

8（0．1）

5（0．1）

3（0．1）

5（0．0）

3（0．0）

2（0．1）

3（0．0）

2（0．0）

1（0．0）

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　1犯目から10犯目までの犯歴により分析した。

　他の罪名の犯罪を犯した後に初めて強姦に及んだ者2，895人のうち，その後再犯に及んだ

者は1，607人（55．5％），その後再び強姦に及んだ者は178人（6．1％）であった。これに対

し，1犯目に強姦を犯した者7，910人のうち，その後再犯に及んだ者は2，533人（32．0％），

その後再び強姦に及んだ者は237人（3．0％）であった。

（3）最初の重大事犯時の年齢層

　最後に，殺人，強盗，強姦の各罪を初めて犯した時の年齢層を見る。2－4－5－11図

殺人
（6，755）

強盗
（8，368）

強姦
（10，821）

2－4－5－11図

0　　　10　　　20　　　30

最初の重大事犯時年齢層別構成比

　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70　　　　　80　　　　　90　　　　　100

3．2

　　　1．4

　　　0．3

　　　0．3

2．1　1．2　0．7

圃20－24歳圏25－29歳國30－34歳□35－39歳團40－44歳團45－49歳團50－54歳□55－59歳■60歳以上

注　　　法務総合研究所の調査による。

　　　1犯目から10犯目までの犯歴により分析した。

　　　各罪名を行ったことのある者で，その罪名を最初に行ったときの年齢で

　　ある。

　4　（）内は，各罪名を1回以上行った者の人員である。
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は，70万人初犯者・再犯者混合犯歴を対象として，殺人，強盗，強姦の各罪を初めて犯し

た時（犯歴時）の年齢層を見たものである。

　これらの罪名のうち，強盗と強姦においては，初めて犯罪を犯した時の年齢層が20歳代

の若年に集中しており，特に強姦においては，80％以上を20歳代が占めている。

4　まとめ

　以上，本章においては，殺人，強盗，強姦の重大犯罪の犯歴を有する者について，他の

罪名の犯罪を犯した後，これらの重大犯罪を犯すに至った者に焦点を当て，その実態を概

観した。その結果，これらの者に見られた特徴を3点指摘しておきたい。

①　他の罪名の犯罪を犯した後に重大犯罪を犯した者が有する犯歴の罪名には，当該重大

　犯罪ごとに一定の特徴が見られたこと

　　他の罪名の犯罪を犯した後に殺人を犯した者においては，傷害・暴行の犯歴を有して

　いた者が他の罪名の犯歴を有していた者に比べて圧倒的に多く，その中には傷害・暴行

　の犯歴を複数有していた者も相当数いるなどの特徴が見られた。また，他の罪名の犯罪

　を犯した後に強盗又は強姦を犯した者の場合，窃盗や傷害・暴行の犯歴を有していた者

　が多く，その中にはやはりこれらの犯歴を複数有していた者も相当数いるなどの特徴が

　見られた。なお，他の犯罪を犯した後に強姦を犯した者の場合，性犯罪である強制わい

　せつの犯歴を有する者は少なかった。

　　このように，他の罪名の犯罪を犯した後に重大犯罪を犯した者の中には，粗暴性を有

　し，傷害・暴行を繰り返していた者がついには殺人，強盗，強姦等の凶悪・重大犯罪を

　犯した場合や，窃盗が高じて強盗に至った場合が少なからず見られ，これらの比較的軽

　微な犯罪を犯した者が凶悪・重大犯罪に至らないような処遇を行うことが重要である。

②殺人，強盗，強姦のいずれにおいても，他の罪名の犯罪を犯した後に初めてこれらの

　犯罪に及んだ者の方が，1犯目に初めてこれらの犯罪を犯した者と比較して，再犯率，

　同一罪名再犯率とも相当高いこと

　　1犯目に凶悪・重大犯罪を犯した者の中には，偶発的・機会的な事情による者も相当

　数いると考えられるのに対して，再犯として凶悪・重大犯罪を犯した者については，犯

　罪との親和性が相当程度進んでいることによるものと考えられる。再犯として凶悪・重

　大な犯罪を犯した者に対しては，1犯目にこれらの犯罪を犯した者にも増してきめ細か

　な処遇を行う必要があると思われる。

③　殺人，強盗，強姦のいずれにおいても，初めてこれらの犯罪を犯した時の年齢を見る

　と，若年層が多いこと

　再犯者対策における若年者対策が重要であることは，若年者の再犯率が高いことなどか

らも明らかであり，今後一層の若年者対策が必要であると考えられる。
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